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1市の概要

(1)国分寺市の歩み

奈良時代の天平13年ひ41)、当時国府のあった現在の府中市から北方約2.2km、武蔵野台

地を背にした平原部(現在の西元町)に東西約0.9km、南北約0.5kmにわたって国分僧寺

(金光明四天王護国之寺)の建立が開始された。完成した武蔵国分寺は、諸国の国分寺に比

べて群を抜いたものでもった。 � .. - ・・・パご.

多摩地方は、国府設置、国分寺建 バヘ・’ 1々.\ , �
立により、武蔵の政治.文教の中心 ...J- : "i- .条
として経済.交通.文化.産業など ・ - -

あらゆる面で発達し、画期的な繁栄 .シ': ,.
時代を迎えることになった。また鎌 _

冬ジ

倉時代には鎌倉街道が設けられ、恋, . -' ‘-::義 .
ケ建地城は宿場町としても大いに栄え・: -. ・ Iン’

ナこ。 , .

しかし、偉容を誇った武蔵国分寺も元弘3年(1333)新田義貞が鎌倉に攻め上る途中の戦

火によって消失し、それとともに国分寺・恋ケ窒地域はしだいに農村集落に変化していった。

江戸時代の享保年間(1716～1735)、武蔵野新田開発が大規模に行われ、内藤新田、戰中新

田などと新田名で呼ばれた大字名の地城は、すべてこの時代に開発されたものである。

明治維新後の変革は、純農村として時代を歩んできた村民の生活環境に大きな影響を与え

た。

慶応4年(1868)国分寺村、恋ケ窒村、内藤新田、戸倉新田、本多新田の5村は品川県に、

植戸新田、野中新田六左右衛門組、平兵衛新田、中藤新田、上谷保新田の5村は座山県に属

することとなり、明治5年(1872)には全村神奈川県の所管となり、明治11年区制が廃止され

て郡が設けられると北多摩郡に属することになった。

明治22年、市制.町村制施行により10村が合併し国分寺村が誕生した。同年には甲武鉄道

(現在の中央線)が新宿一立川間に開通し国分寺駅が現在地に開設されたことにより、本町.

本多地域はしだk 、に開発されていった。

明治26年国分寺村は、東京府に編入され、翌27年、国分寺一東村山間に川越線(現在の西

武国分寺線)が開通し、さらに府中へは馬車便が運行するようになった。こうして、めざま

しい交通機関の発達や東京市民の郊外流出などにより、国分寺の人口も次第に増加してきた。

昭和15年、町制が施行され国分寺町となり、昭和18年、東京府は東京都に改称された。

昭和39年、市制施行により国分寺市となり、平成3年には人口1〇万人を超え、令和3年8

月1日現在、約12万8千人の人口を有しており、国分寺崖線や用水路など綠や水が豊かで、

史跡武蔵国分寺跡をはじめ歴史遣産の多い住宅都市を形成している。
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(2)市の位置 地勢

国分寺市は、東京都のほぼ中央に位置し、東は小金井市、南は府中市、国立市、西は立川

市、北は小平市に接している。

奥,牌

WttiiS

gの出
� w

後洲 &雲smm

. �w. . �
"mザびビ晶
lわ・

‘サ'肺

Whits

ほモ市
府中市

市

awm

fSISff Mbtiff

・ISili.

ね3#m

BXSW

結-・ゆ 置京zお

狹̶

fesats

昭和39年11月3日

約139度28分・

11.46km2

約5. 68 k m

約3.86 km

(都内14番目)

北緯約35度42分

市制施行日

位置東経

面積

東西

南北

海抜最高約92m (西町五丁目・けやき台付近)、最低約55m (東元町一丁目・鞍尾根橋付

近)

地形 市城の大部分を占める高台状の平坦地である武蔵野台地と、急な崖(国分寺崖線)を

境に一段と低レ、立川台地、およぴ高台を刻んで流れる斯川上流の谷で構成されている。

国分寺崖線は、太古、立川台地の形成期に多摩川が武蔵戰台地を侵食してできた侵食崖

で、上流は武蔵村山市残堀付近から始まり、市内西町五丁目(高さ約5m)、光町一丁目

(高さ約11m)、西元町(高さ約12m)及び東元町一丁目と南町の境(高さ約16m)へ

と続き、さらに野川の東岸に沿って大田区九子橋付近までのぴている。

地質海底時代、陸北時代、武蔵野台地形成時代、立川台地形成時代を経て現在の地盤がで

き、表土から下へ関東ローム層、砂れき層、そして、岩盤(連光寺互層)となっている。
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ひ)国分寺市における廃棄物処理の歴史と時代背景

年代

昭和20年代

28年

昭和30年代

31年

39年

昭和40年代

41年

46年

昭和50 ・60年代

50年

55年

59年

60年

時代背景と市の廃棄物対策

戦後、都内から人口が大量に流入する

リヤカー、手押し車による各戸収集開始

燃料としていた木ほき)力、ら発生した灰や生ごみは、たい肥の原料として自家
処理や引取りをされていた

処理能力日量7トンの焼却炉が完成

ポリバケツを設置し、生ごみを回収する方式を採用

高度経済成長に伴い、ごみの量も急激に増加

「使い捨て時代」.「公害問題」という言葉が話題になる

焼却炉を処理能力日量40トンに改造

「もやせないごみ」回収の専用缶を設置

浄化槽の情掃作業費の住民負担に対して捕助金交付を開始する

石油ショック以後、「使い捨て」力、ら「節約」「リサイタル」時代へ

生活様式の変化に伴い、粗大ごみ収集を開始

ごみ処理問題解決のため「東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合」(当時25市2
町、人口 322万人で構成)が設立。最終処分場建設の検討開始

日の出町に最終処分場が開場

地域の自治会や団体で行われる資源回収に対する奨励金制度が開始

廃棄物の増加に伴い、現在の国分寺市清掃センターが完成、処理能力も日量140
トンとなる

平成3年

5年

6年

7年

10年

11年

12年

13年

14年

15年

使い捨て容器やペットポトルの急増により、もやせないごみが急増

容器包装類のごみ問題が発生

生ごみたい肥化容器のあっせんを開始

ごみ減量.リサイタルのため、通常のごみとして回収してきた「新聞, 雑

誌、ダンポール、牛乳パック、布」「ピン、カン」を決められた資源回収日
に出す方法を市の西側地区(市全体の約1/2)で開始した

市と業者が共同開発した生ごみ処理機のあっせん開始

全市に「資源物収集」が拡大(7月24日)

事業系一般廃棄物の全面有料化(7月1日)

下水道供用開始3年経過後の地区について、し尿汲み取り有料イヒ(7月1日)

し尿中継槽をし尿処理施設に改造し、下水道へ希釈放流を開始(11月)

チッパー機を購入しせん定枝をたい肥として資源化を始めろ(11月)
ペットポトルの拠点収集を開始(3月)

「有害ごみの日」を新設し、乾電池.スプレー缶を別収集とした(9月25日)

モデル地域(新町一.二丁目)における、資源プラスチッタの分別収集開始(12
月)

「国分寺市ごみ処理施設ダイオキシン類削滅対策ェ事」平成12年度分事業を施行
する

家電リサイタル法施行(4月1日)「テレピ・ェアコン・冷蔵庫.洗濯機」
資源プラスチックの分別収集を市内全域で開始(1月)

国分寺市ごみ処理施設ダイオキシン類削滅対策ェ事完了 ( 3月)

清化園衛生組合解散(3月)

pcリサイクル法施行(10月1日)「パーソナルコンピュータ」
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年代 時代背景と市の廃棄物対策

平成16年

17年

18年

19年

22年

23年

24年

25年

26年

27年

28年

29年

30年

もやせるごみ・資源物(紙・衣類)収集業務卜部)委託(3月)

粗大ごみ有料化開始(10月)

「東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合」を「東京たま広域資源循環組合」に名

称変更(4月)(平成24年1月1日現在、25市1町、人口約404万人、世帯数約

182万世帯、区域面積約727平方キロメー トル)

日の出町のニツ塚最終処分場において、ェコセメント施設の稼働開始(7月)

戸別収集開始(1月15日)

もやせるごみ・資源物(紙.衣類)収集業務の全面委託(1月)

高齢や障害等でごみ出しが困難な世帯を対象に、ふれあい訪問収集開始(1月)

新たに月量1001処理可能のチップ機を導入(9月)

給食残さのたい肥化を小学校10校に拡大(9月)

事業系ごみ持込手数料の改定(10月1日)

東日本大震災の発生(3月)に伴い、清掃センターの節電対策(3月)を実施。

焼却施設運転管理業務の全面委託(4月)

せん定枝の戸別収集(電話申込)を開始(4月)

焼却辰や排ガスの放射性物質濃度の測定を開始(7月)

給食残さのたい肥化を公設保育園(6施設)に拡大(4月)

陶磁器の拠点収集を清掃センター及びストッタヤードで開始(8月)

小型家電.金物類の拠点収集を清掃センターで開始(10月)

陶磁器.金物類の拠点収集を公民館及び地城センターなどで開始(2月)

小型家電の拠点収集を公民館及び地域センターなどで開始(3月)

小型家電リサイタル法施行(4月1日)

収集品目及び収集頻度を見直し(4月)

粗大ごみ受付業務及び収集運搬業務の全面委託(4月)

10世帯以上を対象とする生ごみの拠点収集によるたい肥化事業を開始(5月)

家庭系もやせるごみ.もやせないごみの有料化開始(6月1日)

し尿処理手数料の改定(6月1日)

「日栽市国分寺市小金井市新可燃ごみ処理施設の整備及び運営に関する覚書」

の締結(1月16日)

日野市.国分寺市.小金井市の3市による可燃ごみ共同処理事業として新たな焼

却施設の建設等を準備する「新可燃ごみ処理施設建設準備室」を設立(2月1日)

清掃センターを拠点とした生ごみたい肥化事業(個人登録)、ぬいぐるみ.かばん.

靴.ペルト・廃食用油の拠点収集を開始(3月)

ぬいぐろみ.かばん.靴.ペルト・廃食用油の公共施設でめ臨時拠点収集と「分

別よろず相談所」を開始(11月)

ごみ分別アプリの配信開始(3月)

資源物持ち去りむ為禁止を条例に規定し施行(4月1日)

第二.第四小学校にて生ごみと廃食用油の拠点収集を開始(5月)

日野市.国分寺市.小金井市の3市による新可燃ごみ処理施設建設のための「浅

川情流環境組合」を設立(7月1日)

宅配によるパソコン回収を開始(7月1日)

電気式生ごみ処理機から出る乾燥生成物の戸別収集を開始(9月)

せん定枝の戸別収集の申込み受付及び収集運搬業務の委託イヒ(4月)

し尿収集運搬業務の委託化(4月)

粗大ごみ受付業務で市ホームページからのインターネット申込みを開始

(5月1日)

せん定枝の資源化業務の委託化開始(4月)
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令和元年

2年

3年

4年

5年

6年

本多公民館にて生ごみと廃食用油の拠点収集を開始(7月)

浅川情流環境組合新可燃ごみ処理施設の試行運転開始に伴い、もやせるごみの搬

入を開始(12月19日)

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設本格稼働(4月)

事業系ごみ持込手数料の改定(4月1日)

ペットポトルの戸別収集開始(7月1日)

新型コロナウィルス感染症環境対策給付金を家庭ごみ収集運搬、処理委託業務を

担う従事者に給付(7月)

せん定枝の戸別収集開始(4月1日)

新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金を家庭系市指定収集袋作成等

事業者、ごみ・し尿収集運搬事業者に交付(2月)

湖南衛生組合(武蔵村山市)に加入し、し尿の共同処理(立川市.武蔵野市.小

金井市.小平市.国分寺市.東大和市.武蔵村山市の7市で構成)を開始(4月

1日)

清掃センター事務所棟の解体に伴い、ごみ.資源物の持込みは休止(4月1日)

し尿希釈施設を解体(3月)

6



2清掃行政の概要

(1)事務分掌

部課

環

係

建 庶務係

環

境

設対

策

課

収集係

清掃施設係

境

令和6年3月31日現在

事務分掌

清掃施設担当

(1)清掃事業の計画及び整備に関すること。

(2)一般廃棄物処理業に関すること。

ひ)廃棄物処理手数料に関すること。

(4)し尿浄化槽に関すること。

(5)希釈放流施設の維持管理に関すること。

(6)清掃意識の啓発及び指導に関すること。

け)課内の庶務に関すること。

(1)廃棄物の収集に関すること。

(2)収集車の管理及び運行に関すること。

(3)清掃センターの収集関係施設の維持管理に関すること。

(4)動物の死体処理に関すること。

(5)不法投棄に関すること。

(6)ふれあい訪問収集に関すろこと。

(1)情掃センターの廃棄物処理施設の管理運営に関することe

(2)廃棄物処理施設の安全管理に関すること。

(3)廃棄物の焼却等処理に関すろこと。

(4)東京ヤこま広域資源循環組合に関すること。

(5)浅リI I清流環境組合に関すること。

(6)リサイタルセンターの建設に関すること。

(1)清掃施設の整備及び保全に関すること。

(2)リサイクルセンターの建設に関することe

部 (1)廃棄物の減量及び減容に関すること。

:'み減量推進係(2)リサイクル事業に関すること。

(3)リサイクル関連設備の整備に関すること

7
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(2)職員構成

計

部長1

課長 3

係長 4

令和6年3月31日現在

建設環境部(清掃関連)

1

環境対策課 情掃施設担当 ごみ減量推進課

1

庶務係

1

収集係

1

1

清掃

施設係

1

1

ごみ減量

推進係

1

般職 10 5 1

(再任用含む)

2 2

技能

労務職
13

6

(再任用含む)

7

(再任用含む)

※その他, 浅川清流環境組合(平成27年7月1日設立)4名派遣

ひ)収集車両等一覧

種類

箱 車

(ダンプ車)

じん芥車

軽自動車

使用用途

資源物(陶磁器他)収集

資源物(せん定枝他)等収集

不法投棄等パトロール

市民要望対応業務

ふれあい収集

清掃指導員による現場指導

資源物の分別作業

資源物の分別作業.

合計31名

令和6年3月31日現在

保有台数

3台

1台

5台

2台

3台

3合

8

卜i
�

ダ,
 
リ

導
が
クすプ

t
u

、
ン

軍導指



(4)廃棄物処理に関する経費

清掃費
年度

区分

清掃総務費

塵芥処理費

し尿処理費

清掃費合計

一般会計

(支出済額)

一般会計に占

める割合(％)

An (A)

世帯(戸)

清掃費の市民

一人あたりの額

清掃費の一世帯

あたりの額

31

379,907,958

2,626,63し779

36,945,208

3,043,48も945

47.208,774.709

6.4

125,881

61,727

2も177

49,306

の推移(決 単位:円

2 3 4 5

346, 04も795 319, 414, 537 310,328, 363 309,940,509

2,355, 82も034 2, 350, 770,752 2, 395, 992,243 2,721, 532,591

4も350,641 39,840,599 37,254,675 232,235,427

2,746,219,470 2,710,025,888 2,743,575,281 3,263,708,527

61,992,877,270 56,465,640,425 54,213,942,033 59,826,565,395

4.8

128,011

63,248

21,170

5.1

128,691

63,862

21,319

5.5

129,007

6も268

25.299

43.767 42,848 42,961 50,783

※世帯.人口は翌年4月1日現在

※平成31年度決算額に災害対策費837,760円を含む

令和5年度清掃費予算(当初)

(歳入)

塵芥処理手数料

し尿処理手数料

清掃手数料

ごみ・し尿に係る

手数料合計

一般会計

一般会計に占める

割合

単立:千円

405,248

4,849

220

410,317

5ら092, 621

0.7%

(歳出)

清掃総務費

塵芥処理費

し尿処理費

清掃費合計

般 計

一般会計に占める

割合

単位：千円

333,112

2,910,533

235,873

3,479,518

56,092,621

6.2%

9
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(5)令和5 (2023)年度一般廃棄物処理実施計画

1一般廃棄物の排出状況 -

(1)計画区域

国分寺市全城とする。

(2)計画期間

令和5 (2023)年4月1日から令和6 (2024)年3月31日まで

(3)一般廃棄物の排出量

資

源

物

総

一般廃棄物の種類

ごまをまごみ

みもやせるごみ
. もやせないごみ

粗大ごみ

有害ごみ

資源物

事業系ごみ

団回収

家庭系ごみ

もやせるごみ

もやせないごみ

粗大ごみ

有害ごみ

資源物

た事業系1日当たり

りごみ 1人1日当たり

団回収

焼却量

資源化量(処理後)

リサイクル率

最終処分量

し尿

浄化槽汚泥

動物の死体

1

A

1

B

当

令和4 (2022)年度

実績値

25,638t

12,855t

1.615t

1,034t

42t

10,092t

2,776t

2,839t

546.9g/人.日

274.2g/人-日

3も5g/人・日

22.Ig/人・日

0.9g/人・日

215.3g/人'旧

7.61 /日

59. 2g /人.日

60. 6g /人.日

17,530t

15,269t

48.9°/

� Ot

106kL

60kL

56体

令和5 (2023)年度

計画量(目標値)

2も424t

13,540t

1,567t

730t

36t

8,551t

2,181t

2,785t

545.5g/人・日

302.4g/人’日

35.0g/人-日

16.3g/人-日

0.8g/人・日

191. og/人・日

5.961 /日

48.7g/人・日

62.2g/人.日

17,493t

13,522t

46.0°/

Ot

140kL

80kL

90 {

(年間)

合計

29,390t

220kL

※本実施計画では、令和4 (2022)年度実績値については、令和4 (2022)年10月1日現在の人口

(128, 435人)で、令和5 (2023)年度計画量(目標値)については、国分寺市一般廃棄物処理基本計画

の目標値で算出している。

- 10 -



2一般廃棄物の処理主体及び処理方法

(1)家庭系ごみ

家庭系ごみは、次の分別区分により滅量.資源化を図るものとし、排出にあたっては分別

区分を遵守し、処理の適正化を椎進する。

種類

もやせるごみ

もやせないごみ

粗大ごみ

有害ごみ

紙類

衣類♦布類

収集.運搬主体

I市(委託)

排出者

市(委託)

排出者

市(委託)

排出者

市(委託)

排出者

市(委託)

ぐ姻者

市(委託)

排出者

市(委託)

排出者

市(委託)

排出者

市(委託)

排出者

市(委託)

・排出者

市(委託)

排出者

市(委託)

排出者

市(直営)

*排出者

市(直営)

排出者

市(直営)

排出者

靴.かばん.ベル・市(直営)

卜.ぬいぐるみ、.排出者

ピン

カン

んツぼレレ

資資源プラスチック

源

物 せん定枝

たい肥化生ごみ

陶磁器

小型家電

金物類

浅川清流環境組合

中間処理

処理主体 処理方法

焼却

資源化

・市(委託) 破砕、焼却

.浅川清流環境組合資源化

.市(委託) 破砕、資源イヒ

.浅)11清流環■且合リュース、焼却

最終処分

処理主体処理方法

市(委託)

市(委託)

市(委託)

市(委託)

市(委託)

・市(委託)

・市(委託)

・市(委託)

・市(委託)

・市(直営・委託)

・市(委託)

・市(委託)

・市(委託)

資源化

資源化

資源化

資源化

資源化

資源化

資源化

資源化

資源化

資源化

yユース

資源化

資源化

資源化

11 �-�



廃食用油

し尿

浄化槽汚泥

市(直営)

排出者

市(委託)

市(許可業者)

市(委託)

湖南衛生組合

湖南衛生組合

資源化

希釈

希釈

放流

放流

(2)事業系ごみ

事業系ごみは、排出者自らの責任に

量.資源化に努め、1日の排出量10

可業者に収集運搬を委託する。

おいて適正に処理することを原則とする。排出者は減

kg以上の事業者にっいては、一般廃棄物収集運搬業許

源

み

種類

もやせるごみ

もやせないごみ

有害ごみ

紙類

ピン・カン

ペツばレレ

資源プラスチッタ

し尿

浄化槽汚泥

収集・運搬主休

.市(委託)

・挑ほ者

.市(許可業者)

.市(委託)

.市(委託)

.市(委託)

・市(委託)

.市(委託)

・市(委託)

・市(委託)

.市(許可業者)

中間処理

処理主体

浅川清流環境組合

事業系一般廃棄物

処■設

市(委託)

市(委託)

市(委託)

市(委託)

市(委託)

市(委託)

,湖南衛生組合

'湖南衛生組合

最終処分

処理方法処理主体処理方法

焼却

資源化

破砕

資源化

資源化

資源化

資源化

資源化

資源化

希釈

希釈

放流

放流

(3)その他

種類

動物死体

収集.運搬主体

市(直営)

中間処理

処理主体 処理方法

最終処分

処理主体処理方法

市(委託) 火葬

※公共施設等におけろ動物死体については、管理者自らの責任において適正に処理することを

原則とする。
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3ごみ処理実施計画

(1)分別区分及び収集方法等

ア家庭系ごみ

種類

もやせるごみ

もやせないごみ

粗大ごみ

有害ごみ

紙類

衣類・布類

ピン

カン

ベツぼレレ

資源プラスチッタ

せん定枝

落ち葉・下草

たい肥化生ごみ

陶磁器

小型家電

金属類

靴.かばん.ぺ

ルト・ぬいぐるみ

廃食用油

収集回数

週2回

隔週

随時

4週に1回

隔週

隔週

隔週

隔週

隔週

週1回

隔週

隔週

週2回

随時

随時

随時

排出方法

市指定収集袋(黄色)で排出

市指定収集袋(藤色)で排出

処理券を貼付して排出

透明.半透明の袋で排出

ひもで縛るか紙袋か半透明の袋で排出

ひもで縛る力、透明.半透明の袋で排出

各自用意した専用容器で袋に入れずに排出

各自用意した専用容器で袋に入れずに排出

キャップ・ラベルを取って、つぶして各

自用意した容器又は透明.半透明の袋で

排出

透明.半透明の袋で排出

枝木を束ね、小枝の場合は透明・半透明

袋に入れて排出

透明・半透明の袋で排出

各施設の専用回収容器に入れる

各施設の専用回収容器に入れる

各施設の専用回収容器に入れる

各施設の専用回収容器に入れる

随時各施設の専用回収容器に入れる

週2回ペットポトルなど容器に入れ排出

収集方法等

戸別収集

戸別収集

申込による戸別収集

戸別収集

戸別収集

戸別収集

戸別収集

戸別収集

戸別収集

戸別収集

戸別収集

戸別収集

登録制拠点収集

拠点収集

拠点収集

拠点収集

拠点収集

拠点収集

イ事業系ごみ(1日の排出量が10 kg未満の事業者)

種類

もやせるごみ

もやせないごみ

有害ごみ

紙類

ピン・カン

ベツぼレレ

収集回数 排出方法

週2回事業系市指定収集袋(赤色)で排出

隔週事業系市指定収集袋(黄色)で排出

4週に1回事業系市指定収集袋(黄色)で排出

隔週ひもで博って排出

隔週専用容器で袋に入れずに排出

隔週事業系市指定収集袋(黄色)で排出

資源プラスチック 週1回事業系市指定収集袋(黄色)で排出

収集方法等

戸別収集

戸別収集

戸別収集

戸別収集

戸別収集

戸別収集

戸別収集
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ウその他

種類

動物の死体

収集方法等

随時収集

(2)市が処理できないごみ

区分 品目の例示

ゼ-出禁止物 ピアノ .電子オルガン・コンクリートガラ・石.

土砂.粘土.物置.木の根.自動車.バイク.

バッテリー・消火器.ガスポンペ・オイル・廃

油.塗料(ペンキ等).農薬.介護用ペッド・ポ

ウリングの球.耐火金庫.浴槽.便器.サーフ

ポード・車.バイク用品.たたみ.仏壇.冗

プロック・スプリング入りマットレス・ドラム缶

けガ� M ノレ

特定家庭用̶再商品化法ュニット型ェアコンディショナー(ウィンド型ェア

(平成10年法律第97号)にコンディショナー又は室内ュニットが壁掛け形若

基づき、特定家庭用機器に政しくは床置き形であるセパレート形ェアコンディ

令で指定された機械器具 ショナーに限る).テレピジョン受信機(液晶.プ

ラズマ・プラウン管形式のものに限る)

・電気冷蔵庫・電気冷凍庫・電気洗濯機・衣類乾

j��

資源の有効な利用の促進に関バーソナルコンピュータ

する法律(平成3年法律第

48号)に基づき、「指定再

資源化製品」に政令で指定さ

れている製品

排出方法

指定収集運搬業者や

購入する販売店等に

引き取りを依頼す

る。

排出者が購入した小

売業者に引き取りを

依頼する。

宅配便を活用した回

収または各メーカー

に直接依頼する。

(3)清掃センターの概要(焼却処理施設については休止中)

区分

所在地

敷地面積・用途地域

建設面積.延床面積

建設年月

処理方法

処理能力

処理対象

内 容

東京都国分寺市西恋ケ窒四丁目9番地8

11,310m2第二種住居地域(一部第一種低層住居専用地域を含む)

2,454 m3 (ェ場棟)・ 5,605 m2

着ェ：昭和58 (1983)年7月竣ェ：昭和60 (1985)年10月

(焼却処理施設:全連続燃焼式)休止中、破砕処理施設:與断式

(焼却処理施設：701 /日X 2基)休止中

破砕処理施設：301 / 5HX1基

もやせるごみ(休止中)、もやせないごみ、粗大ごみ、資源物、有害

ごみ
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(4)ストックヤードの概要

区分

所在地

敷地面積.用途地域

建設面積・延床面積

建設年月

処理方法

処理能力

処理対象

内 容

東京都国分寺市西元町二丁目.9番6号

980,34 m2

145.8 m2 ・ 243 m2

着ェ：平成15 (2003)年10月竣ェ：平成16 (2004)年3月

選別作業

も41 /日(250日)

ピン

(5)可燃ごみ処理施設(浅川清流環境組合)の概要

焼却処理施設

区分

所在地

建設面積・延床面積

建設年月

処理方法

処理能力

処理対象

内 容

東京都日野市石田一丁目210番地の2

約5,180 m2.約1も920 m2

着ェ：平成29 (201の年11月竣ェ：令和2 (202の年3月

全連続燃焼式(ストーカ炉)

114t/日X 2基

もやせるごみ

(6) 市の委託による処理施設

施設名 所在地

ガラス・リソーシン千葉県跳子市

グ株式会社 春日町740-1

J&T環境株式会社

千葉県千葉市

中央区川崎町

1

計画量

廃ガラス・陶磁器: 108t

ピン：400t

200t

処理対象

廃ガラス・陶磁器(もや

せないごみより選別した

ガラス類、陶磁器、

鏡).ピン(その他の

色-容器包装リサイクル

法に基づくもの)

廃プラスチック(もやせ

ないごみ及び資源プラス

チックより選別した硬質

プラスチッタの細粒層)

処理後

けハノレ

ガラス造粒

砂

スラグ・ メ

タル回収

ガス精製

J F Eプラリソース

株式会社

神奈川県川崎

区水江町5番

地1

1.970t

容器包装プラスチッタ

(容器包装リサイクル法

に基づくもの)

コータス

コークス炉

ガス・炭化

水素油
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神奈川県相模

株式会社山一商会原市中央区南

橋本3 7-14

高根商事株式会社東京都瑞穂町駒

(ェノレデガーデン)形富士山86 1

574t

853t

株式会社レック
東京都府中市四

谷6-38-8
790 t

株式会社青木商店

株式会社リーテム

アルミ缶プレス176t、その他アル

ミ類60 t 、スチール缶プレス133

埼玉県新座市t,粗大鉄250 1 、その他鉄類

中錄1-1-28 110 t,銅類0.51、真鐘類1.5

t,錫類0. 05t、廃パッテリー0. 2

t

東京都千代田

区外神田三丁

目6番10号

小型電子機器206 1

ルプめ二r、n+炭酸ガスカートリツジ：420ね

長沼商事株式会社;�_7Nライター：2, 000ね
スプレー缶：30, 800 kg

"̶ =ア3»ot

株式会社カツタ

茨城県ひたち

なか市高野

1968番地2

もやせないごみ24 t

不燃性粗大ごみ48t

株式会社市川環境ュ

ンジニアリング

千葉県市川市

加藤新田212 72t

番地

ピン(無色・茶色)

(容器包装リサイクルカレツト

法に基づくもの)

給食残さ、生ごみ

せん定枝、落葉・下たい肥

草

資源化

イオマス燃

料)

せん定枝、落葉

草

T

アルミ缶プレス、その他

アルミ類、スチール缶プ

レス、粗大鉄、その他鉄

,銅類、真鐘類、錫

、廃バッテリー

小型電子機器94品目

炭酸ガスカートリッ

ジ

ライター

スプレー缶

ペツ�ポ’レレ

(容器包装リサイクル

法に基づくもの)

もやせないごみ、不

燃性粗大ごみ(チヤ

# ド、ン̶ � /<

ピーカー等)

小型家電リ

サイクル法

に基づき再

資源化

可燃ガスの

無害化回

収、製錮所

��\

� 1� y h �

フ\�̶->7

スラグ・メ

タル回収

布団
RPF(固形燃

料)
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(7)事業系一般廃棄物の処理施設

施設名 所在地

オリックス資源循環株式会埼玉県大里郡寄居町大字

社 三ケ山313

株式会社ジュイ・アール・埼玉県所沢市林1299-

ェス三ケ島ェ場 8

株式会社アクト・エア総合神奈川県愛甲郡愛川町角

リサイタルセンター 田3667番地

処理見込量 処理対象 処理後

もやせるごみ(紙く

18. 28t/月ず、木くず、繊維くガス

ず、動植物性残さ)

21.75t/月食品残さ

12.5t/月食品残さ

バイオェナジー株式会社

城南島リサイクル施設

株式会社Jバイオフード

H# ノレ

ェルェスェ業株式会社

那須塩原ェ場

大誠産業株式会社

愛川第1ェ場

ニューェナジーふじみ野株

式会社

東京都大田区城南島3

2 4

神奈川県横浜市鶴見区弁

天町3-1

栃木県那須塩原市高林字

蛇尾川添307 5

神奈川県愛甲郡愛川町中

津6799

埼玉県ふじみ野市駒林

1033- 1

も985t/月

1.54t/月

0.6 t /年間

13.03t/月

3.5t/月

食品残さ

飼料肥料

ガス

ガス

食品残さ ガス

一般廃棄物(動物死

体及び付随汚物)

食品残さ

食品残さ

焼却

飼料肥料

メタン発酵

(8)

慈惠院

市の委託による動物焼却処理施設

施設名 所在地

東京都府中市浅間町2-

15 1

計画量 処理対象

90体 動物の死体

(9)最終処分場

施設名 所在地

東京都西多摩郡

ニツ塚処分場日の出町大字大

久野7642

ェコセメント化

施設

東京都西多摩郡

日の出町大字大

久野7642

面積

18.4ha

(埋立地面積)

4.6ha

施設規模

3,700,000 m3

(埋立容量)

焼却灰等処理能力約330t/日(平均

処理能力量約300t/日)ェコセメン

卜生産能力約520 1 /日(平均生産

能力量約430t/日)

埋立方式

セル方式.

管理型

"I 17



(10) ごみ.資源物処理フロー

収集区分

戸別収集

もやせるごみ

中問雄理

.夕 .-

ぜg二
き

;y
,

.ai

"<> ‘ (浅廣浦法理教級合ビ
�いマ・・; .d;

可燃性ごみ

最終処理

焼-却灰
灰鉄

ェコセメント化施設

(東京たま広域資源循環組合)

もやせないごみ

粗大ごみ

資源物

カン

清掃センター

◎手選別による分別、破砕

◎手選別等による分別、破砕

◎機械選別’キ選別による

分別、圧縮・加ェ

再資源化業者専

(庚がラス’海磁器、座プラスチック.

アルミ缶プレス他金属類、ホ型g子

機器、もやせないごみ、不燃性糖大

ごみ、布団)

修理後、¦けィク1家臭として販売

リサイクル家具販売会

環境まつり

再資源化業者(カン)

資源プラスチック

んンばいレ

せん定枝

紙類

衣類・布類

ピン

有害ごみ

◎機械選別’手選別による

分別、圧縮-加ェ

◎破砕処理施設(中間処理施設)

もやせないごみ、粗大ごみ.カン・資源プ

ラスチック・有客ごみ.陶磁器、金物類1

危険品.小型家電、ぬいぐるみ‘かばん-敦

等.食用油.ペットポトル

◎各手選別による分別

容器包装リサイクル協会

'涯プラスチック〉

再資源化業者

(座乾電池、座蛍光管、激酸ガスカ-
トリッジ, ライター̃スプレー缶)

拠点収集

食品残さ

陶磁器.金物類1危険物、使

い捨てライター・小型家電、

ぬいぐるみ.かばん.緒等.食

用油

◎各手選別による分別

◎機械選別-手選別による

分別、圧縮'加ェ

再資源化業者

(食品残さ、ぬいぐるみ.かばん-靴

等、食用油〉

陶磁器

環境まつりで配布

再資源化業者

かb 、ル

再資源化業者

再資源化業者

X h-y��-h'

手選別による分別
再資源化菓者(ピン)

容器包装リサイクル協会

集団回収

再資源化業者

再資源化業者
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1

2

3

4

5

7

8

4令和5 (2023)年度の取組(ごみ処理)

(1)ごみ減量・資源化計面

リデュース(発生抑制).リユース(再利用).リサイク

ル(再生利用)のうち、特にリデュースについて、廃棄物の

発生抑制に関する啓発活動の減量及び再利用椎進審議会や廃棄物減量等椎進委員会と連携

実施 し、年2回発行の市報̶号、出前講座、ごみ.リサイタル

カレンダー、ごみ分別アプリ等により、プラスチッタ削滅、

マイバック運動、マイボトル運動などの̶を行う。

廃棄物の減量及び再利用推進審議会や廃棄物滅量等推進委員

会と速携し、分別説明会や分別クイズの開催、年2回発行の市

� 報■号、出前講座、ごみ.リサイクルカレンダー、ごみ分別

ごみの分別の啓発活動の実施アプリ等により、ごみの分別に関する啓発を行う。

特に、有害ごみ(収集や処理に影響を及ぼす小型充電式電池や

水銀含有製品)の分別撒底に関する啓発を行うとともに、環境

まつりなどのイペント等において臨時で回収する。

廃棄物の滅量及び再利用推進審議会や廃棄物滅量等椎進委

員会と連携し、年2回発行の市報特集号、出前講座、ごみ.

リサイクルカレンダー、ごみ分別アプリ等により周知を行

っ

公共施設での厨芥類、陶磁器、小型家電、金物類の拠点

回収の実施、及び、公共施設等での靴、かばん、ぬいぐる

み、廃食用油の臨Bき拠点回収を実施する。

リサイクルの大切さを身近に感じてもらい、ごみの滅

量.資源化に繁がり、地域コミュニティの活性化にも繁が

る、有価物地域回収事業を促進していく。

廃棄物の滅量及び再利用推進審議会、廃棄物減量等椎進

委員会、飲食系事業者等と連携し、3010運動の実施などの

食品ロスに関する啓発を行う。

廃棄物の減量及び再利用推進審議会や廃棄物減量等椎進委

一般家庭に対する食品ロス対員会と連携し、買いすぎない.作りすぎない取組の椎進など

拠点収集事業、有価物地域回

収事業等の実施

飲食系事業者に対する食品口

ス対,の実施

策の実施

6生ごみたい肥化事業の拡充

事業系ごみ(持込)を対象と

した搬入検査の強化

事業系ごみ(持込)を対象と

した組成分析調査の実施

の食品ロスに関する啓発を行う。また、環境まつり開催時の

みに実施しているフードドライプについて拡充する。

清掃センター、第二小学校、第四小学校、本多公民館、並

木公民館、もとまち公民館で行っている生ごみ拠点収集につ

いて、登録者を増加させるため、市報.ホームページなどで

登録を呼びかける。また、他の公共施設で今後実施可能かど

うカン検̶る。

収集運搬業許可業者に対する搬入検査を継続し、異物や資

源物の分別指導を徹底させる。

収集運搬業許可業者に対する組成分析調査を莫施し、その

分析結果を収集運搬業許可業者に周知するとともに、排出事

業者に対しては分別の啓発や指導を行う。
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(2)収集.運搬計画

9
環境に配慮した安定的かつ効

率的な収集運搬の実施

環境に配慮した収集の取組及び収集作業の安全と事故防止

に関して研修や講習により指導するとともに、生活環境の保

全に努める。

(3)中間処理計画

現在の清掃センターの安定稼経年劣化している清掃センター破砕処理設備について、

11働に向けた計画的な整備・捕(仮称)リサイタルセンター整備に伴う仮設処理施設が竣

修の実施 ェするまで必要最低限の修繕を実施する。

浅プ11清流環境組合可燃ごみ処理施設周辺の環境負荷を低減

12もやせるごみの共同処理 するため、引き続き、市.市民.事業者が相互に協力し、

分別の撒底とさらなるごみの減量、資源化に取り組む。

(仮称)リサイタルセンター整備に伴い清掃センター事

務所棟他の解体ェ事を実施する。また、プラスチックに係

る資源循環の促進等に関する法律や現在の社会環境に対応

(仮称)リサイタルセンターさせ、安定的かつ効率的なごみ処理及び資源化率の向上に

の整備 つなげるため『(仮称)国分寺市リサイクルセンター施設

整備基本計画』を改定する。さらに循環型社会形成椎進交

付金制度を活用するため、必要事項を示した『国分寺市循

環型社会形成推進地域計画(第2期)』を策定する。

13

14

(4)最終処分計画

浅J II清流環境組合可燃ごみ処̶設より搬出する国分寺市

焼却灰のェコセメント化によに係る焼却灰は、ェコセメント化施設(日の出町)にて再資

る再資源化の継続 源イヒし資源として有効利用を図ることにより埋立ゼロを継

続し、ニツ塚処分場(日の出町)の延命化を図る。

清掃センターにて選別された不燃物についても、引き続き

15 :. ...;: 民間の再資源化施設に処理委託し再資源化を図ることで埋立

ゼロを継続しニツ塚処分場(日の出町)の延命化を図る。

不燃物の再資源化による埋立

ゼロの継続

(5)その他の処理計画

16災害廃棄物処理計画の策定

17不法投棄対策の継続

今後発生が予測される大規模災害による被害を抑止・軽

滅するための災害予防、発生した災害廃棄物の処理を適正

かつ迅速に行うための応急対策、復旧.復興対策を円滑に

実施するための体制構築に資する計画を令和3年12月に策

定した。

情掃指導員による不法投棄のパトロ ールを強化し所轄警

察署等と速携して対応していく。また、市報等で情報の掲示

をするとともに、地域の自主的な監視を椎進する。
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5生活排水処理実施計画

(1)し尿・浄化槽汚泥の収集

種類 収集・運搬主体 収集回数

し尿 .市(委託) 随時

浄化槽汚泥 ’市(許可業者) 随時

収集形態

戸別収集

//

(2)処理施設の概要

施設名 所在地

東京都武蔵村山市

大南五丁目1番地
湖南衛生組合

処理能力

7. OKL/日

計画量ぐ処理量)

し 尿：140kL

浄化槽汚泥：8DkL

処理対象

し尿及び浄化槽汚泥

6令和5 (2023)年度の取組(生活排水処理)

1収集運搬計画

2中間処理計画

生活圈から発生するし尿等の収集.運搬は、弓Iき続き国分

寺市が実施主体となり、より迅速かつ衛生的な収集.運搬体

制の構築を図る。

中間処理体制は、継続して事業を実施するため、令和5年

4月より湖南衛生組合へ加入し共同処理を行う。
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(6)廃棄物の収集体制

:みの種類

もやせるごみ

収集体制

委託

令和6年3月31日現在

委託・許可業者の名称と所在地

糖サン・ェキスプレス国分寺市並木町3 7 2

環衛サーピス糖国分寺支店国分寺市西恋ケ窒2̶16̶ 7

もやせないごみ 委託環衛サーピス與国分寺支店国分寺市西恋ケ僅2 16 7

粗大ごみ 委託松浦商事糖立川市幸町3̶16̶ 1

有害ごみ

(乾電池.スプレー缶.

蛍光灯.カッター・はさみ

.ライターなど)

委託
環衛サーピス碑国分寺支店国分寺市西恋ケ窒2̶16 ̶ 7

昧大東建興国分寺支店国分寺市本町2 ̶ 23 ̶ 6 ̶410

資源物

(紙類・衣類・布類)

(ピン・カン)

んツばレレ

(資源プラスチッタ)

(せん定枝.落ち葉

・下草)

(たい肥化生ごみ)

し尿汲取り

委託 昧サン・ェキスプレス国分寺市並木町3 7 2

環衛サーピス■国分寺支店国分寺市西恋ケ窒2̶16 ̶ 7

委託 環衛サーピス與国分寺支店国分寺市西恋ケ窯2 16 7

昧大東建興国分寺支店国分寺市本町2 23-6-410

委託 牌サン・ェキスプレス国分寺市並木町3 ̶ 7 2

環衛サーピス脚国分寺支店国分寺市西恋ケ窒2 16 7

委託環衛サーピス糖国分寺支店国分寺市西恋ケ窒2 16 7

委託松浦商事昧立川市幸町3̶16̶ 1

委託高根商事牌立川市西砂町3̶22 ̶ 5

委託高杉商事牌小平市上水本町4 一 8̶12

浄化槽汚泥 許可業者
(有)間込商事小平市仲町543 1

高杉商事牌小平市上水本町4 8 12
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:みの種類体制ほ式) 回数収集日 排出方法

もやせるごみ
委託

(戸別収集)
週2回

平日

祝日
市指定有料袋(黄色)

もやせないごみ
委託

(戸別収集)
隔週

平日

祝日
市指定有料袋(藤色)

粗大ごみ

委託

(申込制戸別収

集)

随時

有害ごみ

乾電池.スプレー

缶・蛍光灯・ライ

ター・刃物類など

委託

(戸別収集)

資源

紙類・衣類・布類

委託

(戸別収集)
隔週

平日

祝日

粗大ごみ受付センター�・電話.

FAX'電子メ ールで申込み、処理券

を貼付。

平日

祝日

透明・半透明の袋で排出。

ごみ」と表示。

「有害

平日

祝日

紙類はひもで縛って排出。もしく

は袋に入れる。シュレッダーで裁

断した紙類は透明.半透明の袋で

できるだけ空気を抜く。

衣類・布類は透明・半透明の袋に

入れて排出。

資源

ピン・カン

委託

(戸別収集)
隔週

平日各自用意した専用容器で袋に入

祝日れずに出す。

資源

ペツぼレレ

委託

(戸別収集)
隔週

平日

祝日

キヤツて.ラヘ'ルを外してつぶして容

器または45クまでの透明・半透明

の袋に入れて出す。

資源

プラスチッタ

委託

(戸別収集)
週1回

平日

祝日
透明.半透明の袋に入れて排出

紙おむつ

(ペット用を除く )

資源

落ち葉.下草

委託

(戸別収集)

委託

(戸別収集)

週2回

隔週

平日455以下の透明.半透明の袋に入

祝日れて、もやせるごみの日に排出。

平日

祝日

土や砂をはらい、45ぬまでの透明

.半透明の袋入れて、せん定枝・

落ち葉.下草の日に排出。
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資源

せん定枝

たい肥化生ごみ

ポランテイア

ごみ

道路や公園等の公

共の場所での清掃

活動に伴い排出し

たごみ

陶磁器

ぐ食器)

小型家電

デジタルカメラ・ピ

デオカメラなど

金物類

鍋.フライパン・傘

.やかんなど

し尿汲取り

委託

(戸別収集)

委託

(拠点収集)

委託

(戸別収集)

直営

(拠点収集)

直営

(拠点収集)

直営

(拠点収集)

委託

除週

週2回

もやせるご

みの場合

週2回

もやせない

ごみの場合

隔週

落ち葉・下草

の場合

隔週

平日

祝日

平日

平日

祝日

平日

祝日

平日

祝日

枝木(幹の太さ5 cm未満・長さ60

cm未満)を直径50cm未満に束ねる

小枝の場合は45Q以下の透明.半

透明の袋に入れてせん定枝.落ち

葉.下草の日に排出。

6世帯以上による団体参加と個

人参加で各拠点での収集(登録

w

455以下の透明.半透明の袋又は

国分寺市役所第6庁舎・公民館・

地城センターで配布するポラン

テイア袋に「もやせるごみ」、「も

やせないごみ」及び「落ち葉.下

草」に分別して、それぞれの収集

日にゼき出。

各施設

の開館

時間

各施設

の開館

時間

各施設

の開館

時間

各施設(拠点収集)の専用回収容

器に入れる。

各施設(拠点収集)の専用回収容

器に入れる。

各施設(拠点収集)の専用回収容

器に入れる。

随時 平日電話による申込制

浄化槽汚泥 許可業者 随時 許可業者に直接申込み。

糸もやせろごみ、もやせないごみ、資源物、有害ごみ、紙おむつ、落ち葉.下草、せん定枝

ボランテイアごみ、粗大ごみについては、収集日が祝日及び振替休日に該当した場合でも

収集。
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(7).廃棄物収集処理の手数料

本市では、平成10年7月1日より事業系一般廃棄物の収集処理の全面有料イヒを実施、平成17年10
月1日より粗大ごみの有料化を実施した。平成22年10月1日に事業系持込手数料の見直し(35円/
kg)を行った。平成25年6月、家庭廃棄物のうち、もやせるごみ、もやせないごみの有料化の実施
及びし尿(水洗化未莫施世帯.仮設トイレ)の手数料の改定を行った。

令和2年4月1日よりもやせるごみの共同処理開始に伴レ、、事業系持込手数料を見直し(42円/ね)
3市同一の料金設定とした。

<手数料一覧>

種類 区 分

もやせるごみ

ぐ可燃)

家庭廃棄物もやせないごみ
(不燃)

手 数

令和6年3月31日現在

料

市が収集.運搬する場合

ミニ袋(3シ

s袋(5fi )・

M袋doe)

L袋(20fi)

L L袋(40た

)1袋につき5円

1袋につき10円

1袋につき20円

1袋につき40円

)1袋につき80円

s袋(50)1袋につき10円

M袋(lOfi1袋につき20円

L袋(20fl1袋にっき40円

L L袋(406 )1袋につき80円

自ら搬入する場合

1キログラムに

つき20円

粗大ごみ

ごみ

1キログラムにつき40円を基準とし、形状、重量、

処理方法等を勘案して品目ごとに規則で定める額。た

だし品目ごとの手数料の上限は、5,000円とする。

1キログラムにつき

62円

■-⑩■ �y�)
1袋につき300円

小袋(20 fl)

1袋につき150円

動 物 の 死 体1体につき3,000円

1キログラムに

つき42円

水洗化未実施世帯

し尿

下水道供用開始後3年経過世帯

1便槽1回にっき2,000円

仮 設 ト イ レ1便槽1回にっき10, 000円
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1 ’み・資源物処理の概要

国分寺市は、平成5年より市内西側地区で資源物の収集を開始し平成7年からは全市に収集を拡大し

た。また、平成11年11月よりせん定枝をチップにし、たい肥として再利用を始める。平成12年3月からは

ペットポトルの拠点回収を開始し同年12月より市内一部地城にてプラスチッタ製容器包装類の収集を開

始した。粗大ごみについては、平成11年度よりシルバー人材センターに委託し使用可能な家具類につい

て修理.加ェして、平成12年度より定期的に販売を実施している。平成14年1月21日より市内全城で、資

源プラスチックの収集を開始し、平成19年1月15日より市内全域でごみ.資源物の戸別収集を開始した。

令和2年7月からペットポトルの戸別収集を開始した。

学校給食残さのたい肥化については、平成22年9月より小学校5校から10校に、平成23年4月には

公設保育園6施設(平成28年度5施設)に拡大した。同年4月にはせん定枝の戸別収集(電話申込)を、

8月に清掃センター及びストックヤードで陶磁器の拠点収集を開始した。平成25年3月からは、公民館、

地城センターなどで陶磁器.小型家電.金物類の拠点収集を開始した。また5月よりもやせるごみの生

ごみを減量するため、一般家庭10世帯以上を対象とする生ごみの拠点収集によるたい肥化事業を開始。

平成28年度より6世帯以上とし、より多くの団体が参加できるよう変更した。平成26年3月から、も

やせるごみ.もやせないごみ削減のため、清掃センターを拠点とした生ごみたい肥化事業(個人登録)、

ぬいぐるみ.かばん.靴.ペルト・廃食用油の回収を開始した。

平成28年度9月より、電気式生ごみ処理機より出る乾燥生成物の戸別収集を、登録制にて開始した。

令和3年4月より、せん定枝の戸別収集開始した。

国分寺市におけるごみ処理の流れ 令和6年3月31日現在

奴*区分

FBItiB

もやせるごみ

中園m ・«iB«

itaee

可遂性二み

(東東たA填資���1

もやせないごみ

g大ごみ

資gg

カン

廣>プフスチック

べ1ンぐHk

せん定枝

AtB-bl/?-

o手週別による9g,g味

o手g別等による9g,gg

■ぶ：よる

マニポ

ogg処理gg (中m絶理gg)

もやせないごみ■大二みカン資羅プフ
�yv�-n»=fr-NiI»-*»)I-)ltll
B-'i<a««-ar<'4ft-fr. ・EA--lt»-*

as -;・» �� hfl.

■�;いgてM
卜"ホぼ二B, g

綠g後.サ0lgxとして阪g

w,4m>*金

ggg化g者(カン)

捕ggリサイ,ル瘍全

ggごみ

拠点収集

食品gさ

Niitii-ana alt ttl'fT

-7 -f 5 "rgaa-tiii'ca

fr・fri� (Kf-'tfflitl

o各芋選別¦二よる分g

◎各手過gしよる分別

實ミ-よ

再■■化締

m電激.置*普)■激.置*普)

再<g化料

綱て7ばん.g*.

ュ；【もつたいない食器市>

Mgt>g

再資源化翻

A h--y/?+ 卜’

手ggしよる9別

集団回m

g資源化gg

0ぼ口なを

»itmfKS

再資塞化>者
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2ごみ.資源物量の推移

ごみ.資源物量全体は、ここ数年、家庭ごみ有料化実施後市民のごみ滅量.リサイクル意識の高

まりと取組みにより、滅少している。

令和5年度の総排出量は27,495 tで、前年度との比較では約3.2%滅少している。内訳別にみると、

もやせるごみが約3.5%.粗大ごみが約7.0%.有害ごみが約4.8%.資源物は約3.1%滅少しも

やせないごみが約1.1%増加している。引き続き一般廃棄物処理基本計画の目標値を目指し、更に

ごみの滅量.資源化を推進していく必要がある。

ごみ.資源物の推移
年度

品目

もや 家庭系
せる 事業系

ごみ 計

もやせないごみ

粗大ごみ

有害ごみ

資源物

合計

2

14,636

2,306

16,942

1,866

1,102

46

9,305

29,261

t

35.000

み・資源物の推移
r----

4

12,855

2,776

15,631

1,615

1.034

42

10,092

28.414

(単位: t)

5

12,359

2,725

15,084

1.633

962

40

9,776

27,495

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000 ・

0

iもやせるごみ

もやせないごみ

e粗大ごみ

■有害ごみ

-資源物

・ごみ.資源糊合計

31 2 3 4 5
年度

28

s
 
s3

ル

G
>
0
 
0
 
r
u
 
4
i

ョ
ニ

c
j
 
c
-
o
 
r
o
 
'
̶
i
 
i
̶
i

�
�
・
�
�
 
�
�
1
�
�

c
o

4
i
 
O
J
 
(
D

�
S
3
S
 
S
S

び

c
o

�
 
'
�
 
�
�
�
 
C
i
�
I

�
l
 
w
 
c
�
,

J
�
I
 
J
�
1



31人1日当たりのごみ・資源物量

1人1日当たりのもやせるごみ.もやせないごみの収集量は、平成25年6月の、家庭ごみの有料

イヒや、市民の分別意識が大きく高まったことにより滅少している。また、39ページのごみ質分析の

データが示すように、もやせるごみの中に資源物(紙類.布類等)や、もやせないごみの中に資源

プラスチック(高分子系容リ法対象)が混入しており、これらを資源化していくことが今後の課題

でちる。

1人1日あたりのごみ・資源物収集量
※持込可燃ごみは除く単位:g(人口は翌年度

4月1日現在:人)

年度

A n

もやせるごみ

もやせないごみ

粗大ごみ

有害ごみ

資源物

合計

g

31

125,881

306.8

37.1

20.6

1.0

190.4

555.9

2

127,272

315.1

40.2

23.7

1.0

200.3

580.3

3

128,011

282.7

36.9

22.8

0.9

217.6

560.9

4

128,691

273.7

34.4

22.0

0.9

214.9

545.9

5

129,007

261.8

34.6

20.4

0.8

20ム0

524.6

l人Lりあたりのごみ.斑源物収集母

700

200

100 - ̃

0

31 2

»

・»・もやせるごみ

g もやせないごみ

二附大ごみ

�有苦ごみ

.を源物

な計

年度

-ホ

3 4 0
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4粗大ごみの収集処理

粗大ごみの収集は、平成17年10月から有料化を実施している。近年、粗大ごみの処理量は増加

{頃向にある。

粗大ごみのうち、少し手を加えれば充分に使用できるものは、シルバー人材センターに委託をし

て修理や加ェを行い定期的にリサイクル家具販売を実施している。

また、不用品の再利用のあっせんなど、ごみを出さない(リデュース=発生抑制)の滅量施策を

椎進していく必要がある。

(1)粗大ごみ月別収集量

月

年度 4

平成31年度 86

5 6 7 8

92 71 73 81

9 10

80 81

11

74

12 1 2

ぐ単位：t)

3 計

86 70 65 91 950

令和2年度 95 95 98 85 105 84 87 90 95 84 81 103 1,102

令和3年度 95 98 92 78 97 82 83 91 93 75 78 102 1,064

令和4年度 95 95 85 77 89 77 84 84 96 72 73 107 1,034

令和5年度 84 95 80 75 81 75 81 79 93 66 68 85 962

平均 91.0 95.0 85.2 77.6 90.6 79.6 83.2 83.6 92.6 73.4 73.0 97.6 1022.4

5年度点数(個)10,927 12,457 10,319 10,576 10,230 9,610 11,481 11,200 13,370 9,353 9,264 10,615 129,402

(2)粗大ごみ処理点数(単位:個)

年度 処理点数

31年度

2年度

3年度

4年度

5年度

106,694

149,369

149,048

139,941

129.402

(3)粗大ごみ品目別点数(単位:個)

品目

布団

椅子

衣装ケース

テープル

掃除機

点数順位

14,250 6

9,582 7

7,760 8

3,358 9

2,771 .10

品目

扇風機

本棚

自転軍

̃ド’

だ数

2,503

2,336

2,277

2,175

1.585
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5有価物地城回収事業(集団回収)にっいて

昭和59年より開始した有価物地域回収事業(以下「集団回収」という。)は、地城活動の活性化

やリサイタル意識の高まりを背景に平成16年度まで回収実績を伸ばしていたが、近年回収量の横ば

い傾向が見られる。

令和4年度は、新型コロナウィルス感染症の緩和に伴い延べ回収回数が増加によって、全体で前

年比3.1%滅となった。奨励金交付額は前年度比で増加した。

集団回収は、リサイクルの大切さを身近に感じてもらいながら、ごみを資源化することでごみの

減量に繁がり市の収集費用の負担軽減も見込まれることから、集団回収の実施団体、回収実績量が

増加することが望まれる。

【令和5年度実績】

登録団体数

回収実施団体

延べ回収回数

151団体(前年度比34団体)

144団体(前年度比-3団体)

1, 677回(前年度比 2の

有価物地城回収事業団体奨励金交付額 2も763,715円

(前年度比 -799,993円)

有価物地域回収事業事業者奨励金交付額 11, 038,076円

(前年度比 -98, 032円)

(1)令和5年度回収実績量

種類 詳細

新聞紙

雑誌

紙類 ダンポール

紙バッタ

計

衣類 衣類

金属類 アルミ・鉄

ピン(1.86)

ピン類 ピールピン大.小)

雑ピン

、総合計

収集

2.751
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(2)有価物地域回収量の推移

年度

種街

紙類

衣類

金属類

ピン類

合計

t

31

2,827

189

47

0

3力63

2

2,729

187

55

0

2,971

3

2,568

186

58

0

2,812

有物地域画収

4

2,586

192

61

0

2,839

(単位：t)

5

2,478

212

61

0

2,751

ロピン類

□金属類

■衣類

口紙類

5 年度

有価物地域回収登録事業者一覧表 令和6年3月31日現在

業者名

福田三商(株)東村山営業所

裾丸山商店

昧伊藤国商店

桐土井商店

(脚ますや

アップル商会

牌大久保多摩故紙センター府中

合同会社イッソー

牌ェコ・タルー

紙材開発昧

牌下田商店

所在地

東村山市久米川5̶32̶15

国立市谷保7 18 13

小金井市中町1一14一41

小平市花小金井4 一 28 3

国分寺市南町2 6 12

■分寺市東元町3-13-5 301

府中市美好町2 28 4

調布市飛田給3 ̶ 42 77

埼玉県所沢市中富979

埼玉県新座市本多111 3

日野市万願寺2̶35 ̶ 6 -、

電話番号

042 (392) 2101紙類

042 (573) 3476紙類

042 (383) 7082紙類

042 (463) 1175紙類

042 (322) 5735紙類

042 (328) 1983紙類

042ひ64) 9771紙類

080 (1086) 3855紙類

04 (299の5211紙類

048 (482) 0030紙類

042 (583) 0753紙類

取扱品目

布類

布類

布類

布類

布類

布類

布類

布類

布類

布類

'布類

アルミ缶等

アルミ缶等

アルミ缶

アルミ缶等

アルミ缶等

アルミ缶等

アルミ缶等

アルミ缶等

アルミ缶等

アルミ缶
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6資源物収集

(1)紙類・衣類

平成5年7月から市内西地区にて従来の可燃.不燃ごみ収集から「紙類.衣類」と「ピン・カン」

を分別して資源物として収集を開始し、平成7年7月から全市に拡大した。

(2)ピン・カン・ペットポトル・資源プラスチック等

平成12年3月からペットポトルを市内40か所(現在41か所)の公共施設を拠点として収集。また、

同年12月よりモデル収集事業として、資源プラスチックの分別収集を市内一部地城において開始。

平成14年1月21日から全市に拡大した。

さらに、平成25年2月から陶磁器.金物類を公民館や地城センターなどで拠点収集を開始し同年

3月からは、小型家電の拠点収集も同様に開始した。

平成25年5月から、一般家庭10世帯以上を対象とした生ごみたい肥化事業(団体登録制)を、

平成26年3月からは、清掃センターを拠点とした生ごみたい肥化事業(個人登録制)を開始し、

ぬいぐるみ、.かばん.靴・ベルト・廃食用油の拠点収集も同時に開始した。生ごみたい肥化事業

は平成28年度より6世帯以上とし、より多くの団体が参加できるよう変更した。

平成28年g月より、電気式生ごみ処理機より出る乾燥生成物の戸別収集を、登録制にて開始した。

令和2年7月より、ペットポトルの戸別収集を開始した。

令和3年4月より、せん定枝.落ち葉.下草の戸別収集を開始した。

紙類.衣類

年度

品目

新聞

雑誌・雑紙

ダンポーノレ

紙パツク

衣類

合計

ピン・カン. レットポトノレ・資源プラスチッタなど
年度

30
品目

ピン 1,021

カン 348

んットポ'トル 100

資源プラスチック 2,318

給食残さ 97

たい肥化生ごみ 48

せん定枝等戸別収集 141

陶磁器 21

小型家電・金物類 25

刃物類(危険品) 66

かばん・靴'食用油等 24

合計 4,209

資源物合計 8,653

31

L038

355

96

2,351

86

46

169

26

27

65

27

4,286

8,773

2

1,092

422

204

2,307

61

63

193

26

26

68

11

4,473

9,305

3

301

2,313

1,316

38

691

4,659

3

1,052

410

295

2,163

93

48

1,321

25

26

65

11

5,509

10,168

4

298

2,249

1,334

39

643

4.563

(単位：t)

5

277

2,135

1,313

38

610

4.373

4

(単位:t)

5
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収集区分

戸別収集

もやせるごみ15,084t

令和5年度ごみ.資源物量の流れ

中間処理

可gごみ処理維欲.16.の3t

:-.' ,(ま州漬法庫填雄合》, w.
, £ . . ・ . ・ ,.ri.i ・ 'ft'

可燃性ごみ

・*.-,

最終処理

焼却灰1.569t
灰鉄371t

ェコセメント化施殺1.198t

(東京たま広域資源循理組合)

もやせないごみ1.633t

粗大ごみ962t

資源物

カン350t

清掃センター

◎手選別による分別、破砕

◎手選別等による分別、破砕

◎機械選別'手選別による

分別、圧縮・加ェ

再資源化業者等

(不燃残さ183t'姐理困雜檢41t-使

い檢てライタ-33t‘金g 639t'ホ型家B

217t'がラス陶磁器76t'布団58t'陶磁

器St)

修理後, IJサイク4家具として飯売

※リサイクル家具販売会2t

再資源化業者(カン)350t

資源プラスチック2.033t

ペットポトル332t

せん定枝1.454t

紙類3,763t

衣類.布類61 Ot

ピン960t

◎機械選別'手選別による

分別、圧縮-加ェ

◎破砕処理施設(中間処理施設)

4,986 t
資源プフ・危険品.カン・金物.小型家

電.使い捨てライター’不燃残漠.ガラス

陶磁器・有価物・布団・処理困雜物

容器包装リサイクル協会1,850t

-スチ・,

有害ごみ40t ◎各手選別による分別 再資源化業者40t

(乾電池32t-蛍光管8t)

拠点収集

食品残さ155t

陶磁器25t.金g類19t‘危険

品28 t.使い措てフィター

33t'小型家電6t'めいぐるみ-

かばん’敦等6t'食用油2t

◎各手選別による分別

◎機械選別'手選別による

分別、圧縮.加ェ

再資源化業者163t

(食品残さ155t.ぬいぐるみ'かばん-
靴等6t■食用油2t)

陶磁器

再資源化業者332t

みジbひリレ

再資源化業者1.454t

X h -y ・? -V̶ h'

手選別による分別geot

再資源化業者4.373t

※雑紙類でトイレツトペーバー
(こくぶんじ育ち)製造

再資源化業者(ピン)960t

容器包装リサイクル協会

集団回収2.751t

再資源化業者101t

再資源化業者2,751t
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7家庭ごみ有料化について

本市では、平成24年2月の国分寺市廃棄物の滅量及び再利用椎進審議会の答申に基づき、家庭ご

み有料化の検討を行い、①最終処分場の延命化を図る、②ごみ処理過程で発生する二酸化炭素を削

滅する、③老朽化した市焼却施設の延命化を図ることを目的に、平成25年6月から家庭ごみ有料イヒ

(「もやせるごみ」と「もやせないごみ」)を実施した。

また、収集軍両から排出される二酸化炭素等の温室効果ガスの削減とごみ.収集運搬費の削滅を

図るため、平成25年4月から収集頻度の見直しを行った。

【有料化までの主な経過】

;̃

平成24年6月

6月力、ら8月;/

;/

II

;;

II

9月

10月

11月

12月

平成25年1月から5月

平成25年6月1日

家庭ごみの有料イヒに向けた市の基本的な考え方を決定

家庭ごみ有料化に向けた市民のご意見を伺う会を開催(計30回開催。762

人参加)

市民からの意見をもとに家庭ごみ有料イヒに向けた市の基本方針(案)を決

定

家庭ごみ有料化に向けた基本方針(案)のバプリックコメントを実施

市民からの意見をもとに家庭ごみ有料化に向けた市の基本方針を決定

国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例の改正(廃棄物

処理手数料の改正等)など

市民説明会の開催(計133回開催。4,194人参加)

家庭ごみ(もやせるごみ.もやせないごみ)有料化の実施
!

;

;
;

【無料で収集するもの】

資源物(資源プラスチッタ、ペットポトル、新聞.雑誌.紙バック、その他の紙類.ダンポール,

ピン・カン、衣類など)と有害ごみ(電池類、小型充電式電池(二次電池)、小型家電類、スプレー缶、

刃物類など)せん定技・落ち葉.下草類、ポランティアごみ(道路.公園等の清掃活動)、紙おむつ

(ペット用を除く )、電ぢ式生ごみ処理機から出る乾燥生成物を無料で収集する。

【指定収集袋の価格】

環境省の「一般廃棄物処理有料化の手引き」や有料化を導入している自治体などを参考にして、①

月額500円未満、②隣接市(府中市.小金井市)との均衡、③ごみ処理経費から、次頁の価格を設定

し, 1リットル当たり2円とした(もやせるごみのミニ袋のみ約1.67円)。

各種袋の価格

袋の.類
(ズきさ)

ミニ袋(3fi)

S � ( 5 fl)

]VI� (10ク)

Lま(20fl)

L Lを(40fl)

もやせるごみ專用袋

(黄き)10ホ文入

50円(5円/扮

100円(10円/ホ文)

200 R (20円/ホ文)

400円(40円/ホ文)

soon (80円/キ文)

もやせなv ・�ごみ専用袋

嫌も)10ホ文入

IOOR (10円/ホ文)

200円(20円/ネ文)

400円 (40円/ホ文)

soon (80円/ネ文)
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【指定収集袋の滅額免除制度】

生活保護受給世帯など、一定条件を満たす世帯には、1人1回5なを目安に世帯人数に応じた大き

さの指定収集袋を一定枚数分無料で交付する。

減額免除対象者(いずれかに該当)

①生活保護受給世帯

②児童扶養手当受給世帯※児童手当受給者とは異なる。

③特別児童扶養手当受給世帯

"®遺族̶牟釜蔓を署(蓮展̶巧ま真がiモ国̶釜展奪の二報ホ汝ぜ〒ざぎ養'(Bg'�a 60早̶索ミ4
号)附則第28号の規定に基づく導棒碁藥垂章(旧母子福祉年金等)の支給を受けている方の属するせ垂

⑤身体障害者手帳1'2級の交付を受けている方が属し、かつ住民税非課税世帯

⑥愛の手帳1.2度の交付を受けている方が属し、かつ住民税非課税世帯

⑦精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方が属し、かつ住民税非課税世帯

⑧全世帯員が満75歳以上の住民税非課税世帯

※天災.火災等で被災した世帯の方や自治会が行う祭事等のごみは、環境対策課に相談

有料化による歳入は、諸経費を除き、生ごみたい肥化の椎進、創ェネルギー機器設置助成制度など

の地球温暖化対策、情掃施設建設の財源確保など、環境施策に充当することを基本とする。

有料化の歳入をどのような環境施策に使用したかを市報やホームページ等で毎年市民にお知らせ

をする。
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8事業系一般廃棄物にっいて

本市では、從来、事業系一般廃棄物を1日平均10kg以上排出する事業者には処理手数料を徵収

してきた力L平成10年7月より10kg未満排出の事業者についても処理手数料の有料化を実施した。

10kg未満排出の事業者については、市内30ケ所(令和4年3月31日現在)の取扱店で販売して

いる市指定の有料袋を用いて市が収集するものとし、10kg以上排出の事業者については許可業者

と契約して収集してもらう。

処理手数料については、平成22年10月1日より、収集処理ならlkg55円、清掃センターに持ち

込む場合(もやせるごみ.紙類のみ)は、lkg35円に改定している。更に令和2年4月1日より、

収集処理を1kg62円、清掃センターヘの持ち込みを1kg42円に改定した。

令和4年度は、3市で共同処理する可燃ごみ処理施設に搬入される事業系のもやせるごみの適

正処理を確認するため搬入物検査を実施(36回)した。

また、事業系ごみ処理手数料の有料化が個人事業者の過度な負担にならないように、次の要件

にすべて該当する個人事業者については、収集処理手数料の滅額免除として一定枚数の市指定有

料袋を無料で交付している。

個人事業者の処理手数料減額免除の要件

継続して1年以上営業している個人事業所

従業員が5人以内

住所.事業所とも市内であること

前年度所得が27〇万円以下であること

指定収集袋の年間使用枚数が160枚以上

-1日10ね未満の排出事業者について一

以下の市指定収集袋を購入して、市の収集処理対象として排出するよう指導している。

市指定収集袋の種類と価格

もやせるごみ用 もやせないごみ用

大(40の1枚 300円 300円

小(20の1枚 150円 150円

大は5枚1セット、小は10枚1セットとし、いずれも1,500円で販売している。

資源物については、以下の範囲内で市が無料で収集している。

市が収集する資源物の範囲

収集1回の限度

ダンポール みかん箱の大きさで10枚まで

1回に5 kgまで新聞紙.雑誌類

シュレッダー紙

ピン・カン

456以下の袋で3袋まで

それぞれあわせて20本まで

排出方法

束ねて事業者名を記入のうえ排出

束ねて事業者名を記入のうえ排出

袋は透明.半透明で事業所名を記入のうえ

搬出

直接、資源回収容器に排出

※自動販売機のピン・カンは、自動販売機設置事業者において、処理するよう指導しているC
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1日10kg以上排出する事業者について一

以下の許可業者と契約して排出するように指導している。

一般廃棄物収集運搬業許可業者一g

業者名

太誠産業昧

志賀興業昧

賴古川新興

中川産業昧

斎藤商事(株

糖遠藤商会

糖木下フレンド

ェルェスェ業牌

(有さとみ企画

糖田遣商店

比留間運送牌

相模原紙業昧

ェコ丸信牌

碑サン・ェキスプレス

-総合整備

■アクト・ェア

陶ェイ・ェス・ケイ

環衛サーピス脚

糖光栄和

袖藤田商店

牌表養樹園

石井商店

昧小川ェ営

東和産業牌

胸加藤商事

■東緑化

碑JR東日本環境アクセス

鈴木造園牌

高根商事牌

(有ミヤマ商店

遠藤商事牌

松浦商事牌

多摩興運送牌

胸澄プランニング

株日本環境サーピス

(有府中衛生社

■間込商事ぐ※)

高杉商事牌ぐ※)

所在地

豊島区南池袋3 14 11

三摩市新川4 1 11

府中市是政3 65 1

立川市富士見町1一2 6

西東京市東伏見4 一 9 10

川越市大宇下赤坂627-7

所沢市東所沢和田3̶ 1一10

渋谷区千駄ケ谷3 ̶ 2 8 503

府中市住吉町3̶52 6

立川市一番町5 ̶ 5 1

武蔵村山市中央2̶18 3

相模原市中央区南橋本118 15

武蔵村山市伊奈平2 27-5

国分寺市並木町3 7-2

杉並区上荘1 一22 ̶ 8

愛甲郡愛川町角田3667

東村山市栽山町2̶16 26 102

三魔市大沢2̶15 25

国立市泉3-25-15

日野市旭が丘119 2

武蔵村山市三ツ木1 一20 ̶ 1

日野市日野台1一13̶33 103

小平市学園西町1_37 31

西多摩郡瑞穂町大字武蔵502-2

猫江市東野川2 14 2

八王子市美山町804 1

台東区東上栽3-4 12

国分寺市光町133-5

立川市西砂町3 22 5

羽村市羽東3 12 8

国分寺市並木町3 7-2

立川市幸町3̶16 ̶ 1

多摩市乞田1426

国分寺市本町2-24-7

調布市深大寺北サ6 60 16

府中市分梅町132-1

小平市仲町543 1

小平市上水本町4 一 8̶12

令和6年3月現在

電話番号

03 3989 0098

0422-47-1414

042-365-2231

042-529 3491

0424-65-8548

049-266-9437

04-2944-3737

03 5410 3627

042 363 6228

042 520 0075

042 565 1336

042-773-3508

042 520 8881

042 329 4320

03-5347-2910

046-280-1112

042 396 3116

042 489 4400

042-574-9600

042 583 6226

042-560-2531

042-583-0311

042-345 1626

042 513 9292

03 3480 5111

042 659 0618

03 3836 1551

042-572-3310

042-560-5350

042-558-1801

042-329-4300

042 535 6001

042 374 2415

042 313 7927

042-485-0652

042 361 6317

042-341-3611

042-321-2682

.ぐ※)…浄化槽汚泥収集運搬事業者
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9ごみ質分析

(1)もやせるごみ質分析(湿べース:

比率単位: %

(1)もやせろごみバ析(湿
� ; . ・ …巧へ…‘べいノバ ' "・ ̃ .

�パマ̶ホ？:ン

紙・布類

ピニール・合成樹脂類

ゴム・皮革類

木.竹・わら類

厨芥類

不燃物系

その他

合 計

レカ

(本町,.本

:R5.;10.16

'�

比率単位:％

gi-*k�F�% :なケまぜま��■̶町.�■ fま―'を
ね̶内鶴マ,̶き̶巧ぶ祁ンJ̶ '�'�WS�ftA"

̶s�io. 16ぎ始̶�■螺
9ホプ,

Nh?f�̶比率,

30.96 35.44 28.42 32.08 36.31 32.64

8.56 7.22 8.83 6.67 5.91 7.43

0.00 0.08 0.86 0.00 0.16 0.22

1.08 2.93 1.72 3.99 2.26 2.40

56.40 52.97 57.37 52.11 48.75 53.52

1.34 1.20 1.29 0.77 5.13 1.95

1.66 0.16 l.51 4.38 1.48 1.84

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

不燃物系
ぽ

命和5牢度ギ均

その他
ぽ

紙*布類
-3ポ・'

てデ

ピニール*

合戚樹脂類

7

ゴム‘皮革類
Q

木・竹*わら類

な
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(2)もやせないごみ質分析(湿ペース)

比率単位: %

もやせないごみ 析

い夕■■

-1.

有害物

ピ ン

�7 I�y hh" �

アルミ類

鉄 類

指定収集袋(もやせな
いごみ：藤色)
ピニール・合成樹脂類
(ごみ袋以外のもの)

可燃物

その他

合 計

-ポ-あデ律き:..・・

*賜�ぐお;.

ズ南和,泉'灯.ま究
ルぐめメ

・-:]fi5..ioyo',',-,

0.11

5.88

0.00

0.85

16.44

1.07

35.88

0.00

39.77

100.00

0.14

4.17

l.51

1.37

18.55

0.86

42.06

0.14

31.20

100.00

0.42
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10ごみの中間処理状況

本市では、昭和60年に従来の清化場(処理能力40t/日)の隣接地に清掃センター(140t/日)

を建設し現在に至っている。清掃センターでは、可燃ごみの焼却.不燃物の選別.破砕のほか、

有害ごみの保管.搬出、粗大ごみの修理.破砕等を実施。平成12年度より、ダイオキシンの排出

のさらなる抑制のため、大規模な改修ェ事を実施した。平成13年4月から6月中旬までの2ケ月

半は、焼却炉を全停止とした集中ェ事を実施したため、近隣市等の協力を得て燒却処理を委託し

た。浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設の試運転開始に伴い、令和2年1月より焼却炉は休止し、

令和5年6月に焼却炉の廃止を行った。

日野市.国分寺市.小金井市の3市による可燃ごみ共同処理事業として新たな焼却施設の建設

及び運営を行うため、平成26年1月16日付で「日野市国分寺市小金井市新可燃ごみ処理

施設の整備及び運営に関する覚書」を締結した。また、平成26年2月に新可燃ごみ処理施設建設

準備室を開設し職員を派遣(平成26年2月：1名、平成26年4月：2名、平成27年4月：1

名)した。平成27年7月1日に日野市.国分寺市・小金井市の3市による新可燃ごみ処理施設建

設のための「浅川清流環境組合」を設立した。平成29年11月に着ェした新可燃ごみ処理施設の

建築ェ事.プラントェ事は、令和元年12月下旬までに概ね完了し、12月19日より3市のごみを

受け入れ、本格稼働に向けた試運転を行い、令和2年3月に竣ェした。

令和2年4月、浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設が本格稼働した。

区 分

所在地

敷地面積・用途地域

建設面積・延床面積

施設名

建設年月

種 類

処理能力

処理対象

施設名

建設年月

種 類

処理能力

処理対象

.焼却処理施設(廃止)’.

内 容

国分寺市西恋ケ窒4一 9一 8

11,310 m3.第二種住居地城(一部第一種低層住居専用地域を含む)

2,454 m2 ・ 5,605 m2

国分寺市清掃センター

着ェ：昭和58年7月竣ェ：昭和60年10月

全連続燃焼式

701 /日X 2基

もやせるごみ

破砕処理施設

国分寺市清掃センター

着ェ：昭和58年7月竣ェ：昭和60年10月

與断式

301 / 5 H X1基

もやせないごみ、粗大ごみ、資源物、有害ごみ
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破砕処理施設運転状況

運転

日数

270日

水道使用量

給量 5, 609 m3

内デラント水981m3

電気使用量

総量 1,130,597Kwh

内設備用動力760, llOKwh

11ごみの最終処分ふ

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設で中間処理(焼却)されたもやせるごみ由来の焼却灰につ

いては、ニツ塚処分場(日の出町)内のェコセメント化施設で全量ェコセメントとして再資源化

を行っている。清掃センターで中間処理(破砕)されたもやせないごみ由来の細かく砕いた不燃

物ついては、平成29年度から民間の再資源化施設に処理を依頼し、再資源化を図っている。現在

は、焼却灰及び細かく砕いた不燃物ついて、ニツ塚処分場で埋立処分は行っていない。

有害ごみ由来の蛍光管及び乾電池については、専門の再資源イヒ業者に処理を依頼し水銀等有

害物を除去して再資源化を図っている。

粗大ごみ由来のフロンガスを含む家電製品(除湿機等)については、フロンガスの回収.破壊

を行う専門の事業者にフロンガスの抜取等を依頼し、抜取後は、再資源化処理している。

不法投棄された家電製品等(冷蔵庫.ェアコン等)については、特定家庭用機器再商品化法等

に基づき適正処理(再資源化)を行っている。

最終処分場の搬入配分量と実績量

年 度

不燃物(m3)

焼却灰埋立分(t)

実績量ェコセメント化(t)

不燃物(m3)

�=焼却灰(t)

wゆ不燃物(m3)

30 31

2,344

22

0

1,950

0

394

22

2,374

0

0

1,865

0

509

0

2

2,382

0

0

1,768

0

614

0

3

2,385

0

0

1,401

0

984

0

4

2,392

0

0

1,192

0

1,200

0

5

2,277

0

0

1,198

0

シ079

0
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12ごみ処理原価

ごみ処理原価

年度

区分

収集運搬費(千円)

中間処理費(千円)

最終処分費(千円)

合計(千円)

ごみ処理量(t)糸1

It当たり経費(円)

1人当たり経費(円)

人口糸2

系1…集団回収量を含む。

31

1,234,331

1,389,102

377,440

3,000,873

30,809

97,402

23,839

125,881

2

1,369,329

901,585

430,622

3

1,407,785

829,702

432,749

2,701,536 2,670,236

32,232 31,592

83,815 84,523

21,226 20,859

127,272 128,011

4

1,402,653

867,374

424,122

2,694,149

31,253

86,204

20,935

128,691

5

1,441,841

1,173,046

407,480

3,022,367

30,246

99,926

23,428

129,007

糸2…翌年4月1日現在の人口

収集運搬費算出に用いた数値は、平成31から令和5年度備品購入費(車両)」を滅価償却(定

額法)に基づいた数値を含めて算出した。

単位千B

3,500,000 -I̶

3.000,000ネ,

ひ00,0m

2,000,000 .

1.500,000

1.000,000 i

500,000べ

ごみ処理軽費の推移

巧■ポ,

120.000 "T�TO"

100,000 -,

. 80.000 ;

,最終処分,けゆ so.omレ

レ7gg拓賢I千円) 40,000 :

-*-1tSi�y»ltKF])

�1A生たりg供(円)

20,000 i----

. . _ „
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国分寺市のリサイタルに関する基本方針

本市では、生ごみ処理機器への助成金の交付といった、「物」のリサイタルだけでなく、 3R講

座等を通じて「人」を起点としたリサイクルにも取り組んでいる。

1 3 R講座と市民と

市民の皆様に市のごみの現状と処理について理解していただくとともに, 市民と行政が協働し

て地域のごみ問題を解決していく市民の育成を目的として、3 R講座を開催した。

また、講座修了者で希望する方を廃棄物滅量等椎進委員に委嘱し、「廃棄物滅量等推進委員会」

を組織し自主的な活動をしている。

2リサイタノレ推進協力店制度

【リサイクル協力店制度】

創意ェ夫によりごみ滅量・資源化に積極的に取り組む事業所等を「国分寺市リサイタル椎進協

力店」に認定し、市民及び事業者のごみの減量・資源化に関する意識の務発をすろとともに、市

内における循環型社会の形成を椎進している。

市民.事業者.行政のパートナーシップによる滅量の実現に取り組む第1段階として実施して

レ、る。

3生ごみ処理機器購入費の助成金交付等

(1)本市における生ごみ処理機器の助成等について

平成11年7月よりこれまでのあっせん方式から購入費に対する助成金の交付に変更しその

後平成22年6月より助成金額を引き上げた。平成25年6月からの家庭ごみ有料化に伴い助成

金額を引き上げ、市民の利用率向上を図った。

①市と業者が共同開発した処理器「ごみけしくん」シリーズ

"1日5分で環境のためにできること"をキャッチフレーズに、平成15年度から改良型「ごみ

けしくんs」タイプで生ごみリサイクルに挑戦していただいている。改良型は、独自の床土と分

解促進剤を利用することで、虫の発生を抑えるとともに、発酵促進をあげることに成功した。

また、「ごみけしくんs」タイプについては容器の大きさが大きいとの市民要望があり、集合住

宅にも対応できるように「ごみけしくんミニ」を平成25年8月より販売を開始した。

「ごみけしくん」シリーズ

「ごみけしくん」Sタイプ

「ごみけしくんミニ」

◎ sタイプのサイズ：幅48cm、高さ51m、容量55L Y�■̶

sタイプ：太陽光ェネルギーを生かした構造。

:ごみけしくんsタイプ
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◎ミニタイプのサイズ：直径33 cm、高さ48 cm、容量20L

ミニタイプ：集合住宅でも利用可能なコンバクトタイプ

Cifi'

ごみけしくんミニ

②一般に販売されている生ごみ処理機器

市販されている生ごみ処理機器(たい肥型.消滅型)についても助成を行っている。家庭ごみ

有料イヒに伴い助成金額は、購入費の2/3で30,000円(平成25年6月1日から変更)を上限とし、

1世帯2基までが対象となる。

生ごみ処理機器のあっせん.助成金交付状況 単位:基

30年度31年度 2年度 3年度 4年度 5年度

ごみけしくん 3 5
ごみけしくんミニ リ ム 。 。 d り

市販の生ごみ処理機器 56 50 136 219 116 133

合 計 59 52 139 222 121 136

(2)家庭用生ごみ処理機器の普及啓発

平成20年度の提案型協働事業で市民活動団体による家庭用生ごみ処理機器の検証を実施した。

検証した機種は、「ごみけしくん」シリーズをはじめとする非電気式3種4機種及び電気式4機

種の計8機種で、各機種を市民の視点から見た報告書を作成した。また、生ごみ処理機器のイン

ストラクターの養成を行った。

平成21年度は、継続事業として、同市民活動団体と協働でバンフレットを作成すると共に、家

庭用生ごみ処理機器の普及啓発のため、展示説明会を3回開催した。子供たちへの環境教育とし

て、市内2校の小学校で生ごみたい肥化を体験する事業を実施した。【環境教育の主内容①紙芝

居でたい肥化を理解する②農家訪問③自宅の生ごみでたい肥化】

平成22年度は、「ごみけしくん」シリーズを含めた家庭用生ごみ処理機器の利用の拡大を図る

ため、前年のバンフレットを活用し、アドバイザーと協働で展示説明会を2回実施。また、前年

同様、環境教育で生ごみたい肥化体験を実施した。

平成23 . 24年度は、家庭用生ごみ処理機器の利用拡大のため、アドパイザーと協働して展示説

明会を6回実施し、放課後こどもプランにおいても啓発を行った。

平成25年度は、「ごみけしくん」を含めた生ごみ処理機器の利用の拡大を図るため、ごみけし

くんアドバイザーと協働で展示説明会を4回実施した。

平成26年度以降、市内で行われる各種イペント会場等で、家庭用生ごみ処理機器の利用拡大の

ため、電ぢ式.非電気式の処理機器の展示を行い啓発をむっている。

平成28年9月より電気式生ごみ処理機器によりできる乾燥生成物について、戸別収集を開始し

た。
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(3)公共施設等から排出される生ごみのたい肥化について

市では、これまでの自家処理に頼った生ごみ処理だけでなく、学校給食残さ、多量排出事業所、

集合住宅における大型生ごみ処理機器設置の可能性について検討してきた。

中でも、学校給食残さのたい肥化については、平成12年7月から市立第九小学校に処理能力

100 kg/日の処理機器を設置し、その後、第A.第十小学校にも同等の処理機器が配置されたが、

国分寺市ストックヤードが完成し、3基を1か所にまとめて設置したことにより、第五・第六小

学校を追加した5校分の給食残さが処理できるようになった。また、平成17年12月よりモデル

地区を設け、一般家庭の生ごみについても、併せて処理を行ってきた。

その後、平成20年3月、国分寺市廃棄物の滅量及び再利用推進審議会から「市内から排出され

る生ごみ.せん定枝の未利用有機資源の再利用にっいて」の答申に基づき、生ごみたい肥化業務

の見直しを行った結果、平成22年9月から市内小学校給食残さのたい肥化を5校から10校に拡

大すると共に、委託業務の変更を行った。完成したたい肥については、市民に無料で配布してい

る。平成23年度からは、市立保育園の給食残さも併せてたい肥化を行っている。

単位：t

2年度 3年度 4年度 5年度

収集量

たい肥配布量

61

17

93

20

96

23

98

30

(4)生ごみたい肥化事業

【団体での拠点収集】

もやせるごみの生ごみについてごみの滅量を椎進するため、公共施設(小学校.保育園)などの

調理前残さ及び食べ残しとせん定枝のチップを合わせて、たい肥化を進めてきたが、平成28年

4月より、一般家庭10世帯以上から6世帯以上に変更し事業を実施。一般家庭6世帯以上集まれ

ば、その場所を拠点として生ごみを収集し、たい肥化する。収集した生ごみは、たい肥化し市

民に配布している。

令和6年3月31日現在団体参加拠点

団体名

都営内藤二丁目アパート

内藤一丁目都営第4アバ

新町二丁目

本町ハイツ多根

新町三丁目

東恋ケ窒3̶ 14

本町四丁目都営アパート

西国分寺ライフタワー

恋ケ窒ふるさと1

日吉町一丁目

ひまわりェ房

ぶんじ寮

開始年月日 世帯数

平成25年5月14日 103

卜 平成25年6月18日 17

平成26年1月14日 15

平成26年1月30日 10

平成26年3月4日 6

平成26年4月28日 15

平成26年5月19日 21

平成26年8月7日 72

平成27年11月19日 29

平成28年9月9日 10

平成31年2月22日 6

令和4年11月7日 10

合計拠点数12拠点 314

【ともしぴェ房、第二小学校、第四小学校、本多公民館.並木公民館.もとまち公民館での拠点

収集】 、 ,
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平成25年5月に生ごみの拠点収集を開始し、26年3月清掃センター、27年5月第二小学校、第

四小学校、令和元年7月本多公民館、令和4年7月並木公民館.もとまち公民館にて開始した。

令和5年度̶1,149世帯

一般家庭生ごみ収集量57 t

4リサイクル家具の修理販売会

平成11年度より、収集した粗大ごみの一部を清掃センター内で修理・加ェし定期的に販売会

を開催している。なお、修理.加ェ及び販売はシルバー人材センターに委託している。

令和5年度リサイタル家具販売会

実施日

令和5年4月23日

令和5年5月28日

令和5年6月25日

令和5年7月23日

令和5年8月27日

令和5年9月24日

令和5年10月22日

令和5年12月3日

令和6年1月28日

令和6年2月25日

令和6年3月24日

合計

リサイタル家具販売実績

5不用品再利用あっせん

一般家庭で不用となった生活用品を希望する市民に対して、不用品のあっせんを行い、有効な再利

用を促し資源の節約を図ると共に、ごみを出さない(リデュースー発生抑制)減量施策の一助とす

る。

令和5年度

項目 登録件数 あっせん件数 成立件数

件数 178 61 27

6陶磁器・小型家電・金物類収集事業

平成24年8月から陶磁器を清掃センター及びストッタヤードで、10月から小型家電.金物類

の拠点収集を清掃センターで開始した。平成25年2月から陶磁器.金物類、3月から小型家電の

収集拠点を公民館及び地城センターに拠点を拡大した。陶磁器は粉砕され食器にリサイクノレされ

る。

令和5年度

種別 陶磁器 小型家電 金物類 コンタタトレンズ空ケース

回収量 t 25 6 19 206kg

48

数占
め
 
0
1
7
4
5
5
3
3
7
旧
G
マ

氣
ぬ
の
お
ぜ
ゆ
⑥
w
w
y
w
K
M

販

M
 
c
o
 
4
 
r
u

"
が
ば
の
び
が
w

度年

�

4
 
Q
�

の

0
0

w
 
%
ば
M
が

数だ売

お
販



7ぬいぐるみ.かばん.靴.廃食用油の拠点収集

清掃センターを拠点として、もやせないごみのぬいぐるみ.かばん.靴.ベルトともやせるご

みの廃食用油のリュースを平成26年3月より開始した。収集したぬいぐるみ・かばん.靴.ベル

卜については、捕正処理を行い、タリーニングをして国内外で再使用(リュース).再生利用(リ

サイクル)している。また、廃食用油については、収集後バイオディーゼルの燃料に精製しリサ

ハノレKk、か

種別 ぬいぐるみ, かばん, 靴, ペルト 廃食用油

収集量(t) 6 2

8 せん定枝の戸別収集

「もやせるごみ」として、収集していたせん定枝をごみの滅量と資源化を図るため、令和3年

度から申込制を廃止し、戸別収集を行った。

収集量(t)

175

144

135

月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

収集量(t)

123

198

168

120

116

135

月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

54

45

41

1,454

9リサイタル家具販売会&もったいない食器市の開催

粗大ごみとして排出された家具などを修復し販売することや、ごみとして排出された食器を無

料で配布することで、ごみの減量と資源の循環を図った。

10ごみ分別よろず相談所・ごみ分別説明会の実施

市民からの申込みや地城のイペントにて「ごみ分別説明会」を15力、所での開催。さらには、資

源プラスチッタの有料化実施に向け20回の「資源プラスチッタ分別説明会」を実施した。

また、毎月1回開催している公共施設でのぬいぐるみ.かばん.靴等の臨時拠点収集開催時、

「分別よろず相談所」を開設した。

11ごみ分別アプリの導入

平成27年3月に、ごみ減量.資源化を更に進めていくため、市民の方が気軽にスマートフオン

でごみの分別方法や収集曜日などを確認できる国分寺市ごみ分別アプリの配信を開始した。

ごみ分別アプリの周知のため、市報やごみ.リサイクルカレンダー等に案内記事を記載すると

ともに、自治会等への回覧での依頼、集合住宅へのポステイングやごみ集積所への掲示、不動産

事業者へのチラシ配布依頼など様々な手法で周知を図った。

,令和6年3月末日現在ダウンロード数63,705件 ’
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12水銀回収キャンペーン

もやせるごみの中に水銀使用製品の混入を防ぐため、日野市、国分寺市、小金井市、浅川清流

環境組合の合同事業として水銀回収キャンペーンを実施した。

期間：第1回:令和5年9月1日から12月28日まで

回収実績量 203個

期間：第2回:令和6年2月1日から3月31日まで

回収実績量163個
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国分寺市のし尿・浄化槽汚泥処理の概要

平成11年度にし尿中継槽を改造し収集したし尿・浄化槽汚泥を希釈処理し、下水道に放流し

ていたが、令和5年度より湖南衛生組合へ加入し、7市(立川市、武蔵野市、小金井市、小平市、

国分寺市、東大和市、武蔵野市)での共同処理(湖南衛生組合の施設で希釈処理した後、公共下

水道に放流)をむっている。

1収集と運搬

し尿の汲取りについては、委託で行い、浄化槽汚泥については、下記の許可業者が行っている。

(令和6年3月31日現在)

.(有)間込商事小平市仲町543 1

.高杉商事(株)小平市上水本町4-8-12

2希釈施設

し尿希釈施設(旧し尿中継槽)

清化園衛生組合の処理終了にともない、し尿.浄化槽汚泥を貯留するだけでなく、ばつ気、希

釈後、公共下水道に放流する施設として改造を行い、令和4年度まで処理していたが、湖南衛生

組合への加入に伴い、令和5年度に解体した。

し尿希釈施設(旧し尿中継槽)

区 分

所在地

敷地面積・用途地域

施設名称

希釈対象

希釈能力

内 容

国分寺市西元町二丁目9番6号 ’

875.80m2 (うち借地778.80 m2).第一種住居地城

し尿希釈施設

し尿及び浄化槽汚泥

も4ぼ/日

湖南衛生組合

区 分

所在地

敷地面積・用途地域

施設名称

希釈対象

希釈能力

内 容

武蔵村山市大南5 丁目1番地

29, 555. 72 m2 .第一種中高層住居専用地域

し尿希釈施設

し尿及び浄化槽汚泥

7.0ぼ/日
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3し尿・浄化槽汚泥収集量

公共下水道の整備に伴い、し尿.浄化槽汚泥については、滅少傾向にあるが、令和5年度のし

尿.浄化槽汚泥収集量の合計は、前年度よりも16.3%滅少し一般家庭や店舗等からの汲み取り

件数は前年度比約27.3%減少した。ェ事現場等に設置される仮設トイレの汲取件数は前年比約

22.0%滅少した。

し尿・浄化槽汚泥収集量推移

年度 31

し尿 100

浄化槽 43

合計 143

2 3 4

96

66

162

100

33

133

106

60

166

単位：ぱ

5

71

68

139

令和5年度し尿・浄化槽汚泥月別収集量

4月

5月

6月

7月

8月

9月.

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

し尿件数

年度

汲み取り

仮設トイレ

合計

31 2 3

56

408

464

36

436

472

20

474

494

53

合計

4

単位：ko

15.9

10.1

18.7

6.1

3.8

6.8

8.2

21.2

11.4

6.3

18.2

11.9

138.6

22

537

559

単位：件

5

16

419

435
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4し尿・浄化槽汚泥処理原価

し尿.浄化槽汚泥の収集量は公共下水道の整備に伴い減少している力も1ば当たりの経費は年々

増加傾向にあり、令和5年度はし尿希釈処理施設解体ェ事費及び湖南衛生組合加入負担金による

し尿処理原価が増加した。

年度

区分

収集運搬費(千円) 20, 252 20, 752 20, 490 20, 351

中間処理費(千円)※ 19, 369 26,913 22, 141 18,869

39,621 47,665 42,631 39,220

143 162 133 166

277, 068 29も231 320, 537 236, 262

31 2 3 4 5

合計(千H)

処理量(ko)

Ikl当たり経費(H)

27,138

215,993

243,131

139

1,749,146

※中間処理とは下水道放流前処理のことを指す。
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(仮称)国分寺市リサイタルセンター施設整備
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(仮称)国分寺市リサイクルセンター施設整備の概要

1整備手順

本市では、平成29年3月に策定(令和5年8月に改定)した、(仮称)国分寺市リサイ

クルセンター施設整備基本計画に沿って整備を行っている。

《第1段階ン清掃センター事務所棟他の解体.’へ

第2段階で行う仮設処理施設用地確保のため、清掃センタ

一事務所棟他を解体する。

(第2段階)寂設処理施設の整傭 ... .

清掃センターェ場棟他の解体から新施設が稼働するまで

の間に運用する仮設処理施設を整備する。

なお、ェ場棟解体、また、新施設建設のスペースが必要で

あり、仮設処理は、搬入品目を最小限とし、必要最低限の選

別・解体・搬出作業を行う。

(第3段階)清掃センタレェ場棟他の解体 へ,

清掃センターェ場棟他を解体する。

解体工事は、有害物質が付着した焼却部分、建物本体部分、

高架作業が必要な煙突部分に大別され、特に焼却部分は、丁

寧な対応が求められる。

(第4段階)新施設の整備 ' ,..

新施設の整備を行う。

なお、第2段階に整備した仮設処理施設は新施設稼働後に

解体撒去し綠地等新たな空間として整備を行う。
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2整備状況
*

(第1段階)清掃センター事務所棟他の解体に着手しているI
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�ウ

令和5年4月1日号力、ら令和6年3月15日号市報における清掃関連の

記事(抜粋)

特集号(令和5年10月15日.令和6年3月15日)
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令和5年4月15日号
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お問い合わせ<ださい。
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令和5年5月15日号

しリサイクルジ、ナ- S*V.
>シぽ
_�-<»"

讓って子どち用慈、自転摩, 家
ください貝、家竜1楽器

.ランドセル、̶用―、
潔リますき転車、ぬい々るみ、お

ひなさま

慈格はB々̶があります。

臭体的な呈名や嚴新̶報ほ
市H ■,j0-63をぴい
ばくか、■し治ばください。

漠�は無料です。当̶園で
やり取りして<ださい I

. Ll .. y��h ,L s

りサイクル家具販売会!

5月283旧》10:00～12:卯

ストックヤード酒■みを6)I
※当B直接会場べ !

纖車糖数台■/.紀送ぼ// i
��は入��を行ラ場台I
あル/■中止

幾♦ばも.ペルト類*ぬいくるか食港̶
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ツパ、人形など きません

'/'食用油はペットポトル*缶等に

入れてお持ち<ださい

フ,タタヲ‘【フ

家綴で余っている、米{生塵1年

以内》、缶魅、»s.調̶、乾物、
飲料、お棄子、ザンスタント*レト

ルト食sなどで、雄̶腰がそかg

以上あり̶封のものをお持ち〈だ

さいo必要とされる方へ羅けます。

駒■福■譲会では、痛時受け

付けをしています。̶にお.

のうえ、̶怒<ださい

ii>;R8»S»(042)324-831 1

うごみ■■課0̶2》300-5303

⑤ほラ�l:.

マぢ=
0

tごみ滅量■課0ゆ42》300'5303

スケジュール(モ定》

B時《金曙B) 会塚

A0め口 1-t.��.nn市民室内プール会議室
wmdD ,ddw̃ 'u'wu市̶センタ…

-»a-iio i-i.nn�.-f�.Aft浅!1頃流環■を(B»?)B)

ごみ‘資.の現状や施設⑤見学会、̶などを通じて、

̶間麗から̶ごみの滅置‘分̶法まて溜広い̶を

身に付けることができます。4講座以上の■で修了証書

を授与します。受講後、地域ぬポランテイアとしで》̶い

ただける方ほ、廃棄格滅置等̶委員に̶します。

繭内在住⑦方【ほ表参照蓉25人《先親

■③月165《火》～6月gB漆》に■でごみ滅璽■讓へ

哺

為さ漂■■講夕.
3市̶ごみ■■見学

0野苗ジリーンセンターtB巧市》g野南クりーンセンター見学

8月1BB 13:30-16:00市民室内プール会綠

ニツ■棄教広媛̶塚
9月15B 8:30̃)7:00 Bのあ山荘《西多̶Bの̶)

市ストツクヤード

10月203

11月17日

13:30"" 16:00市民宰内プール金議室

ごみ分別jHめ■ ・ごみのせ別繊

ニツ塚■檢広域処サ堪毅
中曽振康仏‘ oナルドレーガンB米君磁金談記,見プ
市のピンめ中閲鉛̶ザ

廃棄物威藍等̶を肖金の̶
地―ディスカッション

ごみ̶のポイント等の誤明

鍵ででぎる3Rチェックシート記入
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̶設の老巧化1こ伴う建て替えを目的として平成28年度に当初計画を作成レその後法律

の改正等の環境変化に対恣するための��定を行しほす。この案に関して、広く市民の皆さ

んの‘意見を偶うため、/びリツク・コメントを実施します。

⑤ほの①～⑤のいずれかに数当する方や猫体①市内在住②市内̶または在学③市内で事業活

-または公益的な活動をしてし、る0ホ市に納̶務がある⑤当該案件に彩塚関係がある

r� スT:お月15s《月)～6月15g(木)

' 1,; r-' ̶策譲(市̶第6庁舎》、オープナー、ひかりプラザ、いずみプラザ、cocobun

ji市民サーピスコーナー、■��市民サーピスコーナー、S公..地域センター、恋ケ蓮.
光図書館、本多図書̶前分館、福祉センヲー、市H��103011s

II , 見に件名.住所.氏名{■体の場合は名称.代表者氏名・事務所蓉の所在地)、対象

の(pパ_5)のうち該当する番号を明記レSseisoushisetsu®city.kokubunji.tokyo.jp-S
(042) 326-491シ直接または雜送《必着)で〒185-8501国分寺市̶《環境対策譲)へ※市

外在住の方は、市内の勤務先.通学先、事業.公益的な活動内容などを併記してください

きみ\ただいた意見は検討し、その̶とそれに対する市の考え方を後B公豪します。直�萬

は行いません。̶した個人̶は、関係法令に基づき適切に取り振います

̶��策課《内399)

主な改正め容

これま.やせなしスごみとして扱つた製

品プラスチツク(バケツ-ハンガー等》をリ
サイク3ぼとする法��ぼがあつたこと、

また安定的なごみ巡理を維続するためペツ

トポトル・せん定枝を自区内̶とし、施

殺の規̶を見直しました。また̶設の
敷地は住居系からェ業系の用̶域に変更

するお要があるため、まちづくり条例に基

づく説明も行います。

ポ民説.会

圓5月27B《ゼ10:0わ11力0

31B(*}18:00̃19:00
だ派̶�旧会議室(当B■会場へ》
辣■定・部市■ぼの繭

て< ・ li. > フ・i :: , '・; �: A.. .": ;-r 0

r. 二 ;, ir :., / IT n; ̶ごみ■�■なゆ42》30をS303

令和#4月3 Bに【プラスチツクに係る̶循環の促進等に鍵する法律j 1f&

行されました。市では容器包装.̶プラスチッワの分別̶と、指定̶袋の

有料化を行うことによつて、ごみの発�■, 分別によるごみの滅量.資源化の

促進を面り、更なる循̶社会を実現して<ためf(坂)プラスチック廃̶の滅

量及ぼ利用の椎進基本方針jぼ)を�します。この案に関して、広く市蹴

皆さんの意見を傳うため、パプリック・コメンM意見提出芋続)を̶します。

蹴w)～④のいずれかに■する方や■①市内在住る̶または在学ホ

市内て*奉業ま動または公̶な活動をしてし}る④本市に納̶務があるを当該

菜件に利害関係がある

を-?'P;I.-,月150旧レ6月153 (木)

ピ-パプごみ滅璽推進課(市̶第6庁含》、ォープナー、ひかリプラザ、いずみ

プラザ、CMObunji市民サーピスコーナー、國��市民サーピスコーナー、
s公民館.池域センター、窓ケ窒’光園書館、本多励書館駅前分館、福祉セン

ター、fWPB[?I3l 030087

ら��意見に件名.住所’氏名《@体の場合は名称.代表者氏名.事務所等の

所在地)、対象の①～⑤のうち該当する番号を明記レ蛋recycle@dtY.koku
bunji.tokYO.jp.逸(042)326-441 0‘直接または郵送(必着)で〒185-001 3西
恋ケ窒3-33-3ごみ滅璽推進課へを市外在住の方は、市内の勤務先.通学先、

畢業.公益的な活動内容などを併記して<ださい

きミいただいた意見は検討レそ�ぼとそれに対する市の考え方を後8ぼしま

す。直接■答は行いません。̶した個人̶は、関係法令に基づき適切に取

り扱います

主な.ま黎

as swit

ffiia UKawna iaa»a u»»<Mia

プg,■クぬおおパプ'ぼク旧カスチプク

11もやrよりぐ)'

市民■会

B

17Qi*}

21ei�

24B(*)

318ば>

10s(ガ

ら月 118(8)

口8圓

・" (きB'̃
18:30-1930

10:30̃n30

t4.-00̃1SOO

1830-19:30

1&30～1口0

) 8:30-19:30

ひかtjプラサ

���室

#公域

Iメオンホー11



令ギロ 5年6月1日号

個人擊業者の方へ ヵ‘ジ‘ eど-."れ

̶定有料袋を対象の寧業者に、無料で交付します。
■7月1 s時点で次⑩すべてに該当ずる個人g業者o住居と事業所ぜ市内

o前年の所得額が2ァ〇万巧級下o寧̶を含め従業與数が5人以下で、
継続してま年以上営業している0市指定有料袋の年圓使用枚数が1ら0枚
ムなと譜められる※有限会社・株式会社などの法人事業者め方ほ対象外

:::ふけ月7 S《木》～令和6年5月31S徐》
�eSil-� 0枚※申き.��数ぜ異なリます
毅-講方法など詳しくは̶きで環境対策課ぺ

パ環境■課ほ(042) 300-5300

� � ；ジ <f f L -.-.:-

̶ごみ指定収集袋◎外装袋裏面に掲載する広告を募集しますC
要件な̶し<ほ市H llこで巧M384ミをご覧ください。

':?・ f t'T ̶ごみ̶■袋の外装袋1枠I 1.

■6月1 B w �s�� 4B泳》に電話または直接
環填■課《市役所第6庁舎》へ

̶でみぐ-.‘

rと’fパ, な *'-,'

s«

ちやせるごみ用

ちやせないごみ用

・̃, , r i*

容置w

3

5

10

20

40

5

10

20

40

雄格.

広告寸法《.》

200x175

190x200

135X140

170x185

205x245

190x200

135x140

170x185

205x245

み "*

s
4

�Ksr"ss;

枚数《枚》

30.000

48,000

45.000

48.000

30.000

12.000

12.000

18.000

18.000

�よ

《巧》

45.000

72.000

90.000

120.000

90,000

18.000

24.000

45力00

54.000

壞境■課⑦042) 300-5300



令和5年6月15日号

リザイクわ、ナ 愉-

口 ■.って
ミ<ださい

I讓を)ます
tj

1�
"t"' *".%

子ども用慈、自転車、家奥、
家g、楽器

擁除機、ペット\自転車、デー
プル、ミシン、■飾り、卜
ランポリン、ジュニアシート

銘 ほ市H�ぼ■■3

またほ、お簡レ合ねぜ<ださし1。

■渡ほ無料。盡事者筒でのやり取り

ジサイクル家具販売会

6月25B旧》10:00～12:00
ストツクヤード猫̶2-9-6)

(当B̶会場へ》

̶車̶台あリ/紀送不每//.-は
入填―き行う場合あり/荒天中止

魔*かばん*ペルト類・染いく'るみ*食,■自の

:ぜ: » (p

・ := S * II II

だ；パご , :けピニ , i

搬点収集

̶れた*穴―しぬ物、̶の付いたか
ばん、ゴルプバッダ、スーツケース、長

靴、スバイク、スリッメ《、̶など!̶
集できまぜん'食用油はペヴトポトル*

缶等に入れてお持ち<ださい

フードドライプ《■とされる方へ届けます》

家嚴で余つている、米《生産1年以内》、

缶鼠瓶誌̃調疎料̃乾氣飲特、お菓子X

インスタント食卷などで、鍵疎期限ぜ1か

月ぬある̶封のあ⑦をお持ち<ださしJo

■市社会福祉協匿会では、痛̶け付け。

事前にお.<ださい

■協議会̶⑥》32ネ8311

4ごみ■̶課◎《0ぬ》300ろ3ぬ



令和5年7月1日号

<1*-'
«"=:

・'""<;

gモ lここ

.:--:. :*・
せし- ̶ほゆ42》30レ5300

ン

取り扱い■始
家庭用指定袋・粗大ごみ処理券-事業系

市指定収集袋の販売店

セプンーイレプン東元町二丁目店

凍元町2-20-4》

取り扱い終了
■用指定収集袋の販売店

史跡の駅おたカフェ

(西元旧卜13-6)

j

I

s

!

t

i

I

i

i

i

to

- II . 組づ*溜会睡時会

■7月20B《木》10:00～ :

驗川清��■■ほ処理；

施設旧野市石■1-210.2) i

■■■境組合 s
a(042)589-0555 1

《*》0野市*■分寺市*小盡井市̶燃1
ごみを̶処理するために設立したi

一部事■合 プ



令和5年7月15日号

..パイクル�、ナ♦翁
/ -»ぜ

B
々
変

s
u

讓って子ども用あ自転氣家臭、
ください家g、楽器

秘, ペピーカー《三箱》*腹
筋マシン*才べりスク《模糖

譲リます用》・ジョイントマットゆゆ

2た『ども.ニカ
�』

臭体的な易名や̶の懷報狀市H I
⑩021ぬまたは�■で

塞纖激ほ̶でず。当車者簡でやり取りを

して<ださし、

りサイクル家異版売会

7月233旧》10:00̃口:00
ストックヤード猫W2.M》(当B nへ》

̶数台あリ/■■/■時は
入場̶を行う場合あリ/ぼ中止

徽*かばん*ペルト類・ぬいぐるみ・食用池め

; <n� ・t?A- ; Os
・ I t

-,; 襲ら;・ 二

(I

播点収集
を疎れた.穴■いた糖、̶いたか

ばん、jぬバツヴ、スープケース、長
靴、スメすゴク、スUツパ、人形などは奴

集できません/̶油はペットポトル*
gに入れてあ得ちください

フードドライポ■とされる方べ屡けます》

家庭で余プている、米《生産ま―内》、

缶雄、«B<観■、乾氣飲料、お棄子、

インスタント食綴などで、資妹嫡限が1力、

巧以上ある̶封のものを̶ちください。

毅市社会撞せ協.でほ、随睦受け付け。
̶にお爾魅<ださレ～

盤同溫應̶ゆ42》324ぶ3ミ1

‘ごみ* a(042)300-5303

I

(S
9*s

<*

� -.-: �':-ウミ

可燃ごみ処理設学会
B野市に建設された3市《s野市・ ■分寺市・小金井市)の

共同による可燃ごみ処̶設を見学して、家

庭から排出されるごみの処理工程などを学ぴ

ませんか。

■布内在住.̶.在学.在活の方※小学生

以下は保護者同伴。未就学児同伴の場合ぱ

要相談

園ヵ8月1 B《火》な,'19B《土)圈8:40～13:00

-二 て*’清揮センター※車での来場不可

敏回30人《先着)

ミ�月188《火)～25S《火》に電話で環境対策課へ

̶環境対策課◎(042》300.5300
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7 ., ・�
め

i̶ (

ご 、、

ら月4s * 5sに、ちやせるごみの中に氷銀を含むごみぜ還入し、浅川

清;̶境組合の定める公害防止基宰値《*}を超える水銀漠度が一時的に

激定されました。総合⑦定める傳止⑦基準を■した場合、施設⑦̶

停止やごみ搬入停止になりまず。水■を含むごみは̶ごみに出してく

ださい。詳しくは、組合眼bttpsゾ/cms*upcs.jp/asakawa/で確認で
きまず。

ひ》擁気ガスに含まれる水銀などめ有害物質をできる鍛り排出しない

ために、■が定める壞境基準よりも厳しい5◎ギg/MNに.

-*ぷ
* � <

�
>

畢

fslm" flaE8aN
.�'

-・-;/

ザ

体温計

̃**v

ポタン電池
《取り出せなし1おちちや'

ゆま爆
あ

などを含む)

れA
透明'半透明の

袋に入れ

有害ごみへ

-春-■・供■■・参■卷卷醒■・暴漏雄.■■雲曇教*■g膳.尋■.

*環境対策譲◎の42》300ろ300



令和5年8月15日号

, }がクル�
<1*S¦. ナ*應

� a�子ども用慈、自転車、家異、家亀、楽器

sまiますオープントースタ…、すのこペプド、学習机、子ども用自転車、
u 。"-,ホプ■マツサージ機、■骨盤ケア、ゆりかご

慈物はs々変動ぜあリます。品名や最新⑥情報g ■巧1002ま83家た

は.でお間し、台わぜ<ださい。

̶渡は無料。当事̶でやリ取リ

りサイクル家臭販売会

8月27B旧》10:00～12:00
ストツクヤ…ド礎■2-9るパ当B なへ》

漠避̶数台あt》/̶/̶時は入場制限を行う填合あリ'―中止

擾*かばん*ペルト幾・ぬいぐるみ*食用油の

ホ - 7mだボプ
S = B

; I .ti £

t

.5ピ・;

拠点段葉

を纖れた.穴ぜ簡いた物、■の付いたかばん、ゴルプバッダ、スーツケ

ース、長維、スパザク、スリッバ、̶などほ̶できませんバ食用油
はペットポトル* ̶に入れてお持ちください

フードドライプ《―とされる方へ届けまず》

■で余っている、来注産1年以内》、缶雄\ »�s鍵妹料、乾吻、飲料、

お棄子、インスヲント食Sなどて*、貧.限が1か月以上あるま韓封のも
のを―ち<ださい。

.市社会福祉協譲会でほ、随̶け付け。事前にお.〈ださい
■協聽会̶42》324’■ミ

サごみ滅璽■課0ゆ42》300-5303

I



令和5年9月1日号

31 � �パれ-i'-. .: -ン *

‘ぶ
を、

ぐみ
7 � a サンペーン

か/

V

ダ
が,

離月1B撞》～12月28B《木》

旧ご̶で―になった、水銀を使用してしYる体湿計, 激度計・血圧計、

容器に入った̶などを回収。お持ちいただいた方に電子体遍計を進呈

■50人(先着》

・・・". �- 市役所第1・ 6庁舎、cocobunjヴラザ、国立駅前市民
サーピスコーナー、各地域センターの回収ポッワスヘ

漠ぼ業所̶用したものは対象外

-ごみ滅璽推進課⑦(042) 300-5303

t

I
・

7月18日に

再びちやせるごみに水■が混入

水銀を含わごみは有害ごみ

6月4@ * 5Bにち、ちやぜるごみに水銀が混入

し、浅川清■境組合の定める公害防止基準値を

超える水銀濃度が一時的に測定されました。基準

を超過した場合、施設の稼働停止やごみ搬入停止

につながります。水銀をきむごみほお̶害ごみ

に出してください。詳しくは、組合■bttps://

こms.upcs.ip/asakawa/で雜認できます。
̶環境対策課◎ゆ42》300-5300

I



令和5年9月15日号

パズクルな、ナj 靴*かばん*ペルト類・ぬりく‘るみ‘―■ゆ

:パ：GS

讓って子どあ用品、自粒車、家興、
B< ださい家亀、�

fit マッサニタ‘ソぢ二�
's漆;』ますッド、子ども用いす、子ど

ち用自転華、進風糖

墨物はB々変動があります。臭体的な岳名

や最新ぬ情報は市H̶まま002ほ3また
は、お問い合ねせください。

竣雜渡は無料。当■筒でや4夕取リ

りサイクル家具販売会

9月24B旧》ゆ:00～12:00
ストックヤード猫̶2-9.6《■直.場へ》》

漠̶車場数台あリ/'̶'溶雜時は入填
制限を行ろ填合あtj/荒天中化

!拠点奴集I

を職れた*穴̶いた物、̶いたかばん、

ゴjレフメすツダ、スーツケース、長靴、スズすザ
ク、スリツメ《、人形などは.できません//

食用油はペツトポトル・缶辱に入れてお持ち

<ださし}

フードドライプら̶とされる方べ蓮けます》

麺で余つている、米性産ミ年以内》、缶結、
IfiSSv簡昧料、乾糖、飲料、お棄子、インスヲ

ント・レトルト食岳などで、資昧嫡賊が1か月

Lなあり未覇封⑦も⑤をお持ちください。

遡■■祉協譲会―ゆ324.8311
き網協激会て*は、随時受け付け。事前にお電話

<ださL、

̶ごみポ■̶ぼ6ゆ42》300.5303
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令和5年10月1日号

今月は食品ロス肖Ij嚴月間

脇日本では、本来食べられる⑦に捨

てられてしまラ食呈が每年約5①

万トン発生しておリ、国民ま人当

たりa■ 1祥分を每■てて

いる計算となります。もったいな

しゆ心を̶に、食呈ロス削減に

取り組みましよう

卷アジケートにご協力を可燃ごみを

共同処理しているB野市’■分寺

市.ホ金#市では、食品ロス削滅に

つながる取り組みへ

のアンケートを行し、

まず。二》欠元コード�, - ."
からお答え<ださいu "

跡内在住.在学*在勤, 在活の方

圓1◎肖t B旧レ3旧吹》

@1031000

遥ごみ減璽■課■2-,5狐

B ・" B

家庭用指定収集袋等⑦

取り扱い終了の販売店

圓フアミローマート拍木■分寺南肪

店《東元町1 -口-ぐ③

■境対策課■卜,■

第2圓浅川衝ま環境組合(*》

議会定例会

■旧7B《火》他況～

li�lI滴流環■合可鬱ごみ巡■

設旧野市石田レ21卜2)

圓(*》B野市* ■分寺市*小金井市

̶燃ごみ泰共同処理するために

設立した一部寧務組合

■ ■流壞境組合■2-ぼ9ゆ55

の結を公します

計画の法定と方針の策定に先立ち̶したパプリシク-コメントによリ‘雨民の皆さんから巧いた意見とそれに対す
る市の考冗万などをaいただけます。

争公表期麗二めg t B(B)̃11fl 1 sば》

・公表填所=オープナ̶.ひかりプラザ‘いずみプラザ・(o(obunii市冗サーピスコナー‘①空斯前市民サーピス
コーナー‘き地域センヲー‘福社センター-ザぶ民銃‘本多図言館̶ち分穂.恋ケ達図廣館.光簡書銃

f (坂称》リサイクルセンヲー施設整備基本計画jの改定

卷憲見提出̶=8件(2名)あうち4件を̶

『れ記公表.のほか, 環��ぼ(市̶第6庁舎).國1015263で随.覧巧

面 - 因

a

る■ま課(内ガ9)

『(仮)プラスチック庚棄物の減嵐及び再利用の推進基本方針jの策定@>- -, ・@

華息見提出件数=2ゆ(21名》g'うち1件を反映(ほか5件は■済み) ‘ '

猫�ぐ表ぼのほか.ごみ̶課《市■第6ぼ)-困1031003て條時園覧可 ・ ・'.

ぶごみ滅置推�⑨g042-300-5303



令和5年10月15日号

z-b-AU イクルしし ラあ
.な減■進�■2うル遡

-gjサイクルコーナー

譲って<ださい

子どち用呈.自転車.家具*家電.̶

譲♦ぜす

掃賭機.オープントースヲー・学習机*琴一式.キャリーバウジ*

座いす*子ども用自転車

?CTり渡しは無料/やり取リは当事者簡で/

呈名や最新懷報は市Hp.④ガ83

⑩りサイクル家翼■売

■0月22B旧》1化⑧パ2ま《荒天中止》

■ストッジヤード礎元町2+6 、当B直接会場へ》

.大ごみで出された家具など卷りフォームし販売《約2④点》

【ぼ駐華場数台あリ/配送不可/混雑時は入場き.限困ゆ2265ら

̶点収藥&フードドライプ

■0月24B(火》9:肋ぐ：■

ぼ内藤地竣センター《当B直接会場へ》

擁点収集

■靴*かばん‘ペルト類・ぬいぐるみ*食用油

$ぼ破れた*穴か駕いた熟、車輪の付いたかばん、ゴルフパッブ、ス

ーツケース、長靴、スバイク、スijッメI人形などは̶/食用

油はペットポトル*缶等に入れて持参

フードドライプ

■米《生産1年以内).缶詰*ぜぼ‘ ■妹料.乾物*飲料‘お菓子*イ

ンスヲント食品*レトルト食品などで、賛妹期限が】か月以上あ

る未開封のちの

⑩市社会福祉瘍議会̶2-324-8" 1で随時受けきけ(筆前連絡が必要》

S1€XX)409



令和5年11月15日号

r
Aリサイクルを推進しよラ&

gごみが掩◎シM2-X1!)-i»3

l ..でl ... tu

1

詞n月jl-jft'il 'ti:(X>- 11:(»WA>'?.t!-}

;S.»!»nンザMU»t く "i.-ifi»ft4�$

■.*-.ごみごポクれた寒易をどをリフオ

--ムしl巧動it #ね殺霧され̶

as;xutlstら#ホ1わよムまを懷料でお

廣し-脊ヤi備など⑦̶として霧わを

サるため, 疫用廣み⑦g̶を塞殺

緻♦場数ハあils .ぞぜれ8メ'■̶メ瘍を竣懷

羅！ぬAg

縫ま塞

プードドライプ

%t

卷リヴ・<フ'レコ…卜-.・:B'.-»iI.S3)

gつて《ださいザどら.-@ぢ♦.黑g.̶-̶

gリ宙すysft f s-式-め-りたたみモープ‘1レqh軟ぼ.SfcV

isa '・'寒しほ激料'やリ添リはを$各簡ウ,.1as M̶策e⑦ゆ

9W- as»ぬ一巧ライプ德1�ポぜ

B*'BA»3<*) »・{»-. ii.Oft

̶媛なンヴー《夕U0磁を�填へ》

»iauK ,

B«.がばん.べ1;レトg -めいぐるみ’ホ用竣(ペツトポト・1.. -斤1

さに入れて漠お) t

ぼ露でモなソ‘―れに’穴̶しぬ-み♦̶二;ねいたがばん,.ゴル

フパツプ, スーヴクース・tM.スパイク, フり‘プパ、入をなど

プードBイプ I
(£.*' Sl.e t 3 A't'S.1 ・sa-tta-劉妹料-乾德’欲料’お・¥ -

インスヲントめ*.レ'_,.卜̶などご1■は̶が’サ月U;

息るAなをルヵらを

廣めr合gqgg合'-ぼ-i'd'ぼ誇受けぢけほを.凌gがセ卷)i



令和5年12月1日号

年末年始のごみ*資源拘収藥

■粗大ごみの年内殺集の申し込みは

口月22日《余》まで。その後⑥申し

込みは令和6年1月4 B《木)以降

に収集。各ごみ*資濃まの年末年

德⑦収集Bほ、ごみ・リサイクル

カレンダーまたはアプリを確認

し、出し忘れにご

ミあ意ください。ご

み出しのルールを

守り、収集Sの

s 因

� '*.

・�

因 '.� ..

ごみ*リサイジル

8:30までにお出 カレンダー

し<ださい

.粗大ごみ受付センヲー‘M2-5⑥-

1153

■境対■シ■-,5300.

ごみ・リサイクルカレンダー⑦

広告募集

■2月1日(金》～巧日《金)

想0,.円※1枠《縦2.5⑩X横10

cn) 因べ因
國■356 ・

■環境対策課L042-, ’’

300-5300 a レご-

ぜg
3t"'巧ズ‘ '.> "" ‘

■をマ

'; "��

ぐらデ

・T



令和5年12月15日号

モし‘‘ら

平成3!年に策定した■分巧⑤�藥秦鬱⑥埋祭本さ画を

効要的に運用していぐこと, ■■策定の前提とな‘)ている
謎榮件②大きな変■等を瘍まえ、概ね5ホごとに◎遺すた

め①ホずホ改定を行います。

■■.

函廣境ガ藥漠、お2-■-53■

a

諸■⑦大きな変■目

oもやぜるごみの共同処理健川-流嚴薄祖合本―》。串巢系ごみ処理手数
料改定oペットポトルP別収集:ゼ施0ぜん定ネ,遺̶ポ施0こ<ぼあじ-
お《トイレットペーバー》製造中化こ起分をホ突塞藥̶処■■̶定0し嚴
⑦丼同処理【湖同幾生組台へ加入》0清探でンヲーヘ②持ぢ込み体ic (®プ
ラスチツク藥泰竣一括収集およ̶料化の3二俺ほ定)

-■̶■ 及び■■進蕃議会

@12�22B (S) 15:00-17:00

■本多公民館

imに関

して

■ごみ滅置■課も042-300-5x)3

sn
7 �

' ■■■ら■, 32B3①

7月WBに続いて!0月18B、 iimis ・ 28Bにち、ちやせるごみの中に̶を含

むごみ̶入し、浅川滴̶合の定めを公害防止基準値を超える氷銀濃度が一

時的に測定されました・ .. ,

なお、-11待28Bの事象では、この影鬱で焼却炉の運転に一部支障が生じました。

焼̶止するとごみ処理に重大な影響を及《ぼ恐れがありますめで、.もやせる

ごみ、もやせないごみなど*ほがのごみの中には維対に激入させないでくださしそ。

詳しくは‘同継�なps://'cms.upa.jp/aぬkawa/

主に水銀が含まれてしほもの

". ・ii!1''.'

体蹴

卷

4
ク:

" 'X
1

«*<7 ポタ,夕(殻リニせない
坑ちや.�ホぜちきc》

⑥圧卜

半のに入れて害ごみへ

ブ磐



令和6年1月15日号

家庭ごみ指定収集袋等⑦

取り扱レ̶店

̶了フアミリーマート国分考本多

五丁目店体多5-12̃り

■始フアミりーマート小平上氷本

町店ル平市上水̶2-M-が

■■ほ1③ゆ■

■境対策課1042-300-530)

̶■の滅置及̶利■■譲

会

園1月ガB《火》巧:旧～17:①

■本多を民館

�■葉物処理基太計.《―に関

しで

画ごみ■推■ 、 042-3CX)-5303

&.Jサイクルを■進しよラ&
画ごみ滅龍�■らM卜,53旧

-uサイフルコ…ナー

聽ゥて<ださひ

子どち用品*自転車’家員.家亀・̶

譲yます

空気済..ホヲトカーペツト*シンカレペツド, 食̶イス, 学

■机.キヤリーバック・座いす.子どち用自転車.こたつ, ランド

セル・電子キーポード

を譲り達しl�ポ/やり取wま当事者簡て*/

赫名や―報は̶.}̶⑩3

ゆひサイクルまM敏売

画$月28B (B) m:W-パ2:①《�中止)

*sストックヤード困̶2̶、当B直�ぼへ》

ぼ粗大ごみで出された家綴などをリプォームし販売《豹2S0卸

露粧車場数台あリ/紀送不巧/湿雄時は入場を制限.0ぼ※

春矯ホ股藥&フードドライプ

®1�I23BW9:C»̃11:00

旧ひかりプラザ《当B画接会場へ)

-86i®Sfl6

■蹴.かばん, ペルト類.ぬいぐるみ* ̶油

.れた.穴■いた物、■の,まかばん、ゴルフバッスス

…ツケ…ス、sm.スバイク、スリッバ、̶などは̶/食用

油はペットポトル*缶等に入れて持参

フードドラザプ

国米性産1年以内》*缶諮♦瓶諮・ ■昧料’乾物・鼓料’お葉子-イ

ンスタント̶, レトルト食品などで、貢昧期唄が1か月以上あ

る̶封⑦ちの

③市̶補祉協̶�.がわ324-8311て.'け付は《―達結が̶

S1000409
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お集'発行：環境対策課ごみ滅量推進課

住所：〒185-0013国分寺市西恋ケ-3-33-3

T Eし：042-300-5300 (環境対策課)

042-300-5303 (�'*aE»JtiSS)

042-328-2191(
FAX :042-326-4410
"�"u"u"Hu�hugh""hdu"�yり一い

令和6年1月15日号特集号
.<A.?ij,,.. -., 4Wン編ま資
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0'̶
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"p: h

̶̶̃\

/ Ul -f

4

二ん,から

レ)ボわ朋
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とな■まず

ま： < - ;= = 1 I

■説明会

以下の施設(10か所)にて、資源プラスチツクの分け方.出し方説明会を開催します。

化 施設 日持 No 施設

1 ひかりプラザ1月21日旧)10:30から11:30 6 本多公民館

2 国分寺市役所1月21日(日)14 :00から15 :00 7 リオンホール

3 国分寺市役所1月24S(水)18 :30から19 :30 8 リオンホール

4 いずみホール 2月3B (±)14:00から15: 00 9 並木公民館

5 もとまち公民館 2月6S (火)18 :30から19 :30 10内藤地域センター

因’.旧

困

s時

2月10B (±) 10:30から11:30

2月14日(水)18 :30から19 :30

2月24日(±) 14:00から15:00

2月28B (7j<)18 :30から19 :30

3月5日(火)18 :30から19 :30

当日直接会場へお越し<ださい。

また、自治会・集合住宅などの団体を対象に個別ま明会を行し、ます。希望する場合はご連絡をいただければ日程調整のうえ訪問

します。会場ばご用意<ださい。詳し<はごみ減量推進課へお問い合わせ<ださい。

園一括収集と有料化に至る背景

使い勝手の良いプラスチッワは、私たちの生活のあらゆるところで使用されています。しかレ便利な一方で、海洋プラスチ
ツク問題、気候変動問題等、地球規模での環境問題が懸念されていることから、多様な物品に使用されている全てのプラスチッ
クに関し、令和4年4月に「プラスチッワに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行され、資源循環を一層促進する必要が
求められてきました。そのため、市においてちプラスチツワの発生抑制、分別による減量、資源循環の促進を図るため、容器包
装プラスチツクと製品プラスチックを一括収集及ひ有料化し、全てのプラスチッワの資源循環を進めることにしました。

園令和6年4月から変更する分別方法

これまで[もやせないごみjとして収集していたプラマーワのない「製品プラスチック(全てがプラスチッワの製品)」と、
プラマーワのある「資源プラスチックjを一緒に入れて、「資源プラスチッワjの収集日に収集します。
※40m以上の物は[粗大ごみ」となります。※カセット・ピデオテープ・電池を使用する製品等は「もやせないごみ」となります。

園令和6年6月から新設する指定収集袋

新たに「資源プラスチツク」の指定収集袋(有料)で排出してください。

区分 指定収集袋の価格

- s袋(5 Q相当):1袋にっき5円s袋(5 Q相当)：1袋につき5円

M袋(10ひ相当):1袋にっき10円

L袋(20Q相当):1袋につき20円

L L袋(40 c相当)：1袋につき40円

・- . F s i

e
,
.
.
,
̶
マ



市役所し042-325 0111 令和6年(2024年)1月15日二'み滅量▽サイけルだよリ 2
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令和4年度のごみ-資源物の排出量は、市全体で28,414tになり、前年度よりも減少しました。主な内ホ別では、もやせるごみが約0.9%減少、もやせな

いごみが約6.4%減少、粗大ごみ̶2.8%減少してしほす。家庭系ごみ排出量(もやせるごみ、もやせないごみ、粗大ごみ)の滅少が主な要因となっており、

特にペットポトル及びせん定枝の戸別収集の実施により資源化が進み、国分寺市は多摩26市における総資源化率において、令和3年度に続き「第1位(48.9

%)Jとなりました。引き続き、ごみ減量.資源化へのご協力をお願いします。

令甜4年度のごみ・資源物の流れど処■費旧 ( )内は令教3年度比

ごみ.資源物量g8,43 4t (1.30/0減) , 人1日S06.1g (1-80/0減)
ごみ処理経費糸26憶9,415万巧 ごみ処理経費約20,g35円//'人

※施設維持管理等滅価を行い算出してし、るため、令和4年度一般会れ決算額とは異なります。

各家庭等からごみ・資源物を収集するための経費約14億265万円-

もやせるごみ: 1 b.631 t

ちやせないごみ:1.615t

粗力ごみ: Lの4 t

有害ごみ: 42 1

資源プラスチツク：2,0921

ピン・カンM ,342 t

ペットポトル：3191

衣想・布類：6ぬt

紙類：3,9201

せん定枝：1.516t

給食残さ及ぴ

生ごみたい肥化事業

146t

ミ=つ■ 7 -卜

.陶磁器: 26t

・小型家電: 6t

-金物類: 20t

-ぬいぐるみ：9t

・廃食用油：2t

.コンタクトレンズ：138kg
(空ケース)

各家庭等から収集したごみ・資源物を選別するための費用約8億6,737万円

浅川清流環境組合
可燃ごみ��ぬ行っている主な̶

̃. '・a''.;

焼却量

17,530t

@ - - - . . ' "

破砕処理：玩具等のプフスチック製品や木製の粗大ごみを細かく砕いでいます。

選別.分解:もやせないごみや粗大ごみ等から資源化可能なものを選gjします。

s 締：資源プラスチックやカン等を圧縮レ運搬しやすいよう加ェします。

有価物地域回収事業

(集団回収量): 2,8'i9 1

選別したごみ.資源物をリサイワルするための費用約4億2,412万円

東京た宋広域資廣循環組合
ェコセメント化施設でbつている主な処理

焼却灰の量："のt

※焼却灰を原料にェコセメ ..
ントを作っています。 s;

資源プフスチッワ引渡量: 1.909t

※容器包装リサイワル協会を通じ再

商03化をしています。

.ペットポトル：3191

-衣幾・布類：643t

.■:3夕20t

.せん定枝：1,fi16t

■たい肥化量：146t

・有価物地域回収事業(集団

回収量): 2.839 tなど

.". 3 ,ン. !! ,1";
= , ,レき紺ま年摩め寒魔さ'み有料:化を禅き処奪手鼓料取みぬ使レ碁1

ちやせるごみ《1M
,75円

©
1kg=炊いたお米

約7合分

もがないごみ。ば
19g円

・・aaadkg)
45B

灯油
し1kg A4用紙250枚、

I1kg=*了油ポリタンク1または大人用トレーナー
i U1個分の重さ ; 2枚を束ねた重さ

ピン̶
124円-

1kg_ピール瓶沖)
約2本の重さ

r カン{1せ>
197円

's
かはドル(1ポ

153円

I1kg■ミレダ1お畔#

ェ―らぼぐザ,1
ここ最近、もやせるごみに氷銀が混入し、浅川清■’境組合の定める

公害防止基準値を超える水銀濃度が一時的に測定されました。

基準を̶した場合、施設の稼働停止やごみ搬入停止につながり、ご
み̶に重大な影響を及ぼします。水銀を含むごみは必m害ごみに出

し、他のごみの中には絶対に混入させないで<ださい。

, さしくは、同組�⑩せps://ms.upa.jp/asakawa/

鹿棄物処理手数料(収入)
(家庭ごみ有料袋分)

2億1.806万円

t 公共施設■基金w

I 8,297万9千円

1※公井施ま整備基金…将

I 来、達まするごみ組理
施設などの公共施s整

備になど使用するため

の基金

有料化関係g費1懷1,282万7千円
①有料袋作成代
②有科袋の受注.保管.ぼ委託代

ご有料袋賊売委託代など

ま

生ごみ処m器廣̶成金255万8千円
家庭で生ごみ処理糖器を購入する際に、代
金の一部を交付した助成金

. /

'... ,

¦き'らミニム
I太陽光発g-助成金749万1干円 -・»
I家庭で太陽光発電機を購入する際に、,l in-
代金の一部を交付した助成金

,.-' �

主に水銀が'含まれているもの

"・;

資,
's,

,?

� . .だ愁.'
体涯口+ 宙光灯 ポヲン恥せ(取り出せない 血圧計

おもちP'B時計なども甜

透明・半透明の袋に入れて有害ごみへ
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・-. * -も・ フをれゆ "A*

PET

璽)出し方

/''
キヤップを
はずして

会)
⑧もポみ

ラペルを

はずして

～

かる<

すすいで

春キヤツプとラペルは[資源プラスチツクjで出して<
ださい。

・汚れの落ちないものはfもやせないごみJで出してく

ださい。

・たばこの吸い殻などの異物は入れないで<ださい。

;
と、、

ン

ン
1�

できるだけ
つぶして

容器または45Qまでの透明・半透明
の袋に入れて出して<ださい。

,.そ
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・\ <・・・ "ンゆ

きごみの排出場所を変えたり、新たに容器

に入れて排出する場合は、市へ二連絡く

ださい。

春市内で一戸建てに転居される場合は、収

集開始希望日の3日前(土・日曜日、祝日、

年末年始を除<)までに、ごみの排出場

所について市へご達絡ください。

̶環境対策課◎042-300-5300
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お住融おきポか存

?.

J°'道路に面した敷地内
i�r の見やすい場所に

出して<ださい。

<-び�
&»̃ ・ ・ i"'

道路

春集合住宅の場合は、市のルールのぼかに、お住まいの

建物のごみ出しのルールを確認して、守ってください。

♦ごみの出し方や収集日は、ごみ.リサイクルカレン

ダーをご確認<ださい。

昏収集日の覇8時30分までに出してください。

華雨の日でも、いつもと同じ場所に出してください。

卷種類ごとに、分別して出してください。違う種類の

ものが混ざっている場合は、収集できません。

※風で飛ばされる、動

物に荒らされること

を防ぐため、容器【こ

入れることやネツト

を使うなどのェ夫を

お願いします。

應木や雑章などは

適正に曽理しましよう

庭木や雑草などが購接地に

越境することで、近隣トラプ

ルの原因になります。

また、敷地内の雑草を放置

することで、害虫の発生原因

となることも考えられます。

敷地内の庭木のせん定や除

草を定期的に実施し、近隣や

地域の方々の迷惑とならない

よう適正に管理しましよう。

ポイ捨て譲止！

「国分寺市ポイ捨ての防止及ぴ

路上喫煙の規制に関する条例」

により、市内全域でポイ撞ては

禁止されています。

犬の散歩の廣のふん・尿の

始宋は飼い主の責任です

&めジ尿は水で流しましよう

しビふんは持ち帰りましよう

■境対策課環境対策係

0042-328-2191

不法は犯

見てるぞ!!

ごみの不法投棄は「廃棄物の処理

及び清掃に関する法律」で禁止され

ています。

違反をすると

不法投棄した廃

棄物の撤去、5年

以下の懲役もし

<は1,00〇万円

(法人は3億円)

以下の罰金が科

ゾ

.„・!.' :

ヲさ二るほ
せられます。 1‘00綴徵獄

g役

ゆgg

態應境対策課n042-300ろ300

小金井警察署せ042-381-011 0

を.-, S B P'-t::.

P
 
�
■



市役p斤し042-325 0111 令和6年(2024年)1月15日ごみ滅置ササイけルだよリ 4

<・'"・
0 ・

X'

Redaee Reuse Recycle
3 Rを推進しましよラ

園分寺

ビタイェツトかわら、

第30号

A 6 1 15 '̃

'発行:ごみ減量推進課

・編集:国分寺市廃̶減量等

推進委員会

-速絡先：ごみ減量推進ま

n042-300ろ3の

さお̶よラ！プラスチツク・スヌート

令和4年4月、プラスチッワ製品の製造から最終処分までの課程におけるプラスチック

の減量及び再資源化の促進を目的としたプラスチック資源循環促進法が施行されました。

国は私たち消費者に、プラスチックは「えらんで減らしてリサイクルJを意識して

賛く利用することを求めています。《プラスチック-スマート》本紙は、令号と次号に「さ

あ始めよう！プラスチツク’スマートjの特集記事を掲載します。この機会にプラスチ

ック・スマートな暮らしをぜひ実現しましよう。

Plastics
smQけ

国のプフスチツク’スマート
キヤンペーンロゴマク

sハi ’ぺ

�廃プラスチッワ排出量�

(令和3年.単位：万t)

̶般系419 (50.8%)

ハ405 49.2%

合計 824 (100%)

一般系(家庭系)の排出割合

は右プラフの通り、容器包装プ

ラが326万t (77.7%)で大半

を占めています。

(プラスチッワ循環利用協会資

料より)

f

電気他
4%

家庭用品
13.4%

出0き¦合

その他4.9%

容器包装7ス7%

R < .

♦廃プラスチッワ排出量♦
(令和4年度.単位：t)

資源プラ 2,092 (69.9%)

製品プラ 583 (19.5%)

ペットポトル319 10.6%

合計 2,994 (100%)

3分の2を占める資源プラス

ッワと増加傾向のペットポトル

の減量がポイントになります。

(注)製品プラは組成分析によ

る推定値。

M

製品プラ
19.5%

t =

I ̶害合

、っばMレ
10.6%

資源プラ

69.9%

え€んで

,ご

a洗斉」やシヤンプーは

詰替商品を利用して A'
いる。 .レ’, -L�

D出来るだけ紙やパイオプラスチック

などの代替商品を選んでいる。

D環境マークを参考に、環境に優しい

商品を選んでいる。

D出来るだけ簡易包装の

商品を選んでいる。 __

D衣類は天然繊維の商品 za

を選んでいる。 N�0%

滅らして

<"" <;*
aェコパップを携帯し

レジ袋は使用しない。

Dマイポトルを持参し

ペットポトルは利用"-

ゆしん

aスプーンやストロ一など使い捨てプ

ラスチックはちらわない。

a使い捨ておしぼりはもらわない。

aラップの代わりに、皿カパーや蜜猟

ラップなどを使っている。

a外出先で出たごみは持ち帰る。

リサイクル

a分別ルールを理解し、しっかり分別

して出している。

a買い物時には、

店頭の資源回収

ポッワスに入れ..'
ている。

aリサイクル商品

を利用している。

a分別に迷ったときは、スマホの「ご

み分別アプリjで確認して出してい

る。

夕-'

4年ぶりの笑顔お,
昨年11月5日、4年ぶりに国分寺まつりが開催された。お天

気もまずまずで、10時過ざから入場者が増えたが、家族連れ

が多<、皆さん笑顔で久しぶりのお祭りを心から楽しんでい

る様子だった。

推進委員会は、啓発活動の一環として[ごみ分別ワイズj

を実施した。午前中はほぼ演席で、にみ分別ワイカに挑戦

していただレた方は、535人と過去最高を記錄し、大変盛況

であつた。

・A-AA

/

?小4以上のfごみ分別クイy�-
力の全問正解者は30名を超べ"
え、改めて市民の皆さんの意

識の高さを実感した。

推進委員には、初めてfご

み分別クイズjを経験する人

もいたが、分かりやす<丁寧

に説明しており、また、参加

者との会話も楽しんでいる様子で、啓発活動の原点を見た感

じがした。(■委員YY)

' -ン�
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二み分別クイズの様子
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I日野市・国分春市・ホ愈翁市
浅w清流奨境-合合同事業

水回キホンベニン

園明沿ホ)～3B3旧旧》 .
��で不要になフた.ポ卷き僕用している体遍む.ぷ
瘍れ-ぬほしS器に入, たボ遂などを哲奴,, ̶ち
しザこだひた方に亀子体ゼぴ存進g 1

■0人ほ蓉》
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令和6年3月1日号

家庭ごみ指定殴集袋め取り扱い販

売店ぜ�きぬ

癒ケーヨ…ディツー立川幸町店泣

川市養町2-32-わ

SI1002151

t»042-300-5300



令和6年3月15日号

A -Jサイクル進しよラA
⑧ご■量推進課t.042-300-5303

めリサイクルコーナー

譲つて<ださひ

子ども用品*自転車*家具*家電*楽器

譲◎ます

空気消浄機、ホットカーペット、シツプルペッド、ロフトペッド、テ

ーカレ、食器棚、食卓用しぼ、学習紺、ゆし《ペランダ用》、自転車

《大入*子どち用》, こすこつ、ランドセル、ホットサンドメーカー、猫

用ケージ‘ヲワーフラフープコードレスク,Jーナー電子レンジ

�mり渡しは無料/やり取りは当事者簡で/

晶名.最新價報は因1⑧ガ83

・リザイク‘家藥癒売会

■3月24日《B)！o:m～12:w《荒天中止》

旧ストックヤード《.町2+6、当日■接会場へ》

ぼ粗大ごみで出された家具などをリフオームし販売

ぼ駐車場数台あリ/配送不可/混雑時は入場卷制限■ま022656

.■点■集&フードドライプ

■3月26B《火》9:⑧～ル⑧旧光公民館《当S■会場へ》

拠点奴集

s蹴*かばん*ペルト類*ぬひ々るみ.食用油

ぼ破れた・穴ガ制いた箱、車輪の付いたかばん、ゴルフバップ、スー

ツケース、長靴4スメずイク, スリッメ1人形などは̶/食用油は

ペットポトル*缶等に入れて持参

フードドライプ

s米《生産！年以内》.缶詰.瓶誌.調昧料*乾糖*飲料.お菓子.イ

ンスヲント食呈.レトルト食呈などで、賛昧期限が1か月以上ある

未開封のちの

⑨市社会福祉協議会シ042-324-8311で髄時受は付け俸前違絡が⑥要)

aiaxN09
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令和6年3月15B号特集号

4 より・ jプラスチックけがわりす。
すべてがプラスチツクでできている40m未満の製晶夕が新たに追加されます。

6月からは指定収集袋(有料)での排出になります。

資源プラスチックの主なもの
※新たに資源プラスチックになるもの

定規類«!
s ；ミ.�� /・

洗面器

歯プラシ

ラツ1

お菓子糊

スポンジ

,、ンガー

'�̶��̶-'

風呂用イス
]\

/

慈め替え用袋

レト類

7;l.-'y*-fy-7

◎礁Iぽ
ペツトポトJmキヤププ-ラペル

た
バケ'ン

レジ袋

0 セ'
!-. 8

̶ マヨネータの
洗葬傳のポトル チュープ 脚バツク 発溶スチ0̶ル

資源プラスチツク(40⑩未満)かんたん分別方法(ペットポトルを除く)

全てプラスチツクですか： _汚れは、付しIてらYますか

�いいえ (All -�-はい
金属等が付いているが外せますか 汚れ̶れますか.

しル)文 IS. いいを
ちやせないごみm-

しルケ究

はし、

使い捨で
コンタクトレンズ

ケー�

I
ラ
ス

ヴ

ク

★ポスター等掲示物を用意しておりますので、自治会やマンション̶人の方などで必要な方は、ごみ海

:���匿=ニニ==
む塞着プ域下⑩ものは*対I象料です

-fペツトポトルj (
-I I I » ・ 『糖ホごみj .

' " ' .' . " 『ちやせないごみj
, . ..-. 『有養ごみj .

(6月から有料)

推進課べお問い合わせ<ださい

塞のうえ話問します。会場はご用意<ださい。

a

i 6月力、らは撞定股 《有料》での排出に変となひます 3

資源プラスチック用の指定収集袋は、

5月のゴールデンウィーク明けから、

市内・隣接市の協力店で販売の開始

を予定しています。(販売協力店一覧

は「令和6年度ごみ・リサイクルカレ

ンダーj 28ページから30ページをご

参照<ださい〉

～資源プラスチッワ用指定収集袋

ぎ一,--・<''{- iii \

s袋(50相当)

たて42cmxよこ18cmxマチ6(m !

M袋(10Q相当)

たて50cm Xよこ26cm Xマチ7cm

L袋(20 c相当)

たて60cm Xよこ33cm Xマチ8.5cm

しし袋(40 B相当)

たて75cmxよこ45cmxマチ10cm

50円

100円

200円

400円

A6月からは指定収集袋以外での排出はりレール違反jとなり、収集できません。 、
A袋が違う・混ざりごみなどのルール違反にはシールを貼って、出された場所に置いていきますc

7- ・ . f ・ S l -'・S

I

'
・
S

I
I



市役所L 042 325 0111 令和6年(2024年)3月15日二み滅置リサイけ化だよリ 2

不要なノ \。ソコンの処分に困ってし、ませんか？

宅配便で自宅から回収しています

平成28年7月からリネットジャバンリサイワル探※1と連携し、宅配便を活用したバソコンや400品目以上のホ型家電の回収を実施しています。

バソコン本体の回収は無料です。個人情報などのデーヲ消去に必要なソフトはリネットジャバンリサイクル(株)のHPから無料で入手できます。

メぐノコンなどに含まれるレアメタルのリサイクルにも有用です。ぜひご利用ください。

S3ジ
r̶ …―、

⑨ ;

た

(Z): ・-・-n.
..ll

ijaaa-

き…・ ,�..-,,�
'希望B時に圓奴【g循gs!

�
だお

i.*
5* �

̶■: I

ま a_ da- 繁
,ぼる

<'

,''
注)バソコン本体を含む場合：回収1箱(※リが無料で2箱目から有料。;
バソ〕ン本体を含まない場合：1箱(X;4)1,7ら0円。

\ - - -

①インターネツトまたはフアッワスで申し込み

リネットジヤバンリサイクル(株)旧p] B B

(hけpゾwww.renet.jp/)から申し込み暇-'
ます。 B '.

ファッワス申込用紙もダウンロー ドできます。

$回收物を箱に詰める

バソコンなどに含まれるデータを消して(※ジ、ダ

ンポール箱に詰めます。

③宅配業者が希望のB時に自宅から回収

! 回収は最短で翌日も可能。年中無休です。
- 1いu u M --------- ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■I-------■■■■■■■■■■■■■■■■■̶■ ■■■ ■■■■■ ■■■ ■ ■ ■ ■■�-------------■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■

※；環境省.経済産業省から語定を受けた「ホ型家電リサイクル法jのぼ定事業者です。

糸2個人情報などのデータ消去に必要なソフトを上Bホームページから無料で入手できます。消去作業を依頼する場合は、別途4,048円が掛か

ります。(消去旺明書付き)

(31箱20kg以内、ダンポール箱のサイズは3辺の合れが140cm以内のものをご用意〈ださし、。希望者には回収専用箱《1箱493円)もあります。
系4有料の場合は、申し込み時にワレジットカードなどで決済するか、回収時に宅配業者にお支払い(代引き手数料218円)ください。ファッ

ワスでの申し込みの場合は宅配業者の代引きのみになります。料金はいずれも税込です。

着�■r�■��s

ダ]夕�
キヤツプを ラペルを
はずして はずして

◎ペットポトルの股集Bに

出して<ださい

を ま,

�夕

ン'(,

(キヤツプ・ラペル)

(ペツトポトル本体)

シ

� リ '

g器または45ほでの透明・半透明
の袋に入れで出して<ださい。

■ご家庭で炭酸水を作る機械に使用する炭酸ガス

シリンダー《ボンペ)は、「有害ごみjで出し
て<ださい。

■小型充電式電池(リチウムイオン電池などの二

次電池)は、「有害ごみjで出して<ださい。

膨張したモパイルパッテり一や電池を取り出せ

'ない小型家電類(30cm末満》も「有害ごみ」
で出して<ださい。

・ 「有害ごみ」は品目ごとに別々に、透明または

半透明の袋に入れて有害ごみの収集日に出して

<ださい。

..'. ■■' 'f:s€
̶i-ダ’�

.**!
・・*

・・«,r,

あ ま モ'ブハ
写真の炭酸ガスシリンダーは高̶の金属製で長さは6～7 c m
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【電池を取り出せなし、小型家雷類】
スマートフオン、電子ヲパコ、電動歯プラシ、携帯ゲーム機、腕時計など
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予・モ ・小 3市は

ご』を'、5 Aiしています

B野・国分寺・小金井3市の可燃ご

みは共同で設立した「浅川清流環境組

合jで処理しており、3市で、更なる

ごみ減量へ向けた各種施策を共同で行

つています。また、「3市ごみ減量推進

市民会議jを組織し、3市へ施策の提

案をしています。

,1 シ-,,&シニ

みちぜをユ‘*g後f
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小学生向け冊子

を..

3市ごみ減量推進市民会議全体会の様子

i ̃3市ごみ減量推進市民会■とは～

; 3市の市民が中心となり、ごみ減量施策や情報発信などについての検討.意見交換会などを実施。現在2つi
Iの分科会に分かれて、それぞれの提案を検討しています。

でまえどりの推進

手前にある賞味期限が近い物から購入するよう推奨する

ことで、店舗での食品ロスを削減する。

水銀回収キヤンペーン

水銀を使用している体温計や温度計などを回収すること

で、もやせるごみに水銀が混入することを防ぐ。

%' � '.ミ ニゴf <�

情報発信・環境学習グループ

可燃ごみ処理施設見学時の施設説明の資料として、小

学生向け冊子([私たちの可燃ごみ処理施設j)を作成。

ごみ滅璽施策グループ

家庭における食品ロス意識調査(WEBアンケート)を

実施。

»' r � ・

・-SS--

ずIゾ

市では平成18年10月1日から「国分寺市ポイ捨ての防止及ぴ

路上喫煙の規制に関する条例jを施行しています。条例では市

内全域でヲパコの吸殻、ガムのかみかす、紙<ず、缶、ピン、

ペツトポトル等のポイ捨てを禁止しています。また、国分寺-

西国分寺’恋ケ窒駅周辺等人通りの多い地区では、喫煙ポイン

卜以外での路上喫煙を禁止しています。
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清潔で、健康なまちづ<りのために、ポイ捨て及び禁煙地区

内での路上喫煙は絶対しないようにしましよう。また、禁煙地

区外でもポイ捨てをしないように携帯灰皿を使用しましよラ。

乳児、児童や人通りが多い場所での喫煙はやめましよラ。

*環境対策課環境対策係0042-328-2 1 9 1

J̶ぜtfhwン
ここ最近、もやせるごみに水銀が混入レ浅川清流環

境組合の定める公害防止基準値を超える水銀漠度が一時

的に測定されました。

基準を超週した場合、施設の稼働停止やごみ搬入停止

につながり、ごみ処理に重大な影響を及ぼします。水銀

を含むごみは必な害ごみに出し、他のごみの中には絶

対に混入させないで<ださい。

詳し〈は、同組�⑩せps://cms.upcs.jp/asakawa/

<
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ポヲン�派り出せない
おもちや’綻時サなどち含むJ
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透明・半透明の袋に入れて

有害ごみへ

i ・s
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Reduce Reuse Recycle
3 Rを推進しましよラ
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一資源プラスチックの有料化に向けて一

さお始めよラ/プラスチツク・スマート
Plastics
5mGけ

資源プラスチックは、4月より分別方法が変わり、6月より有料になります。これは、プラスチッワ廃棄物の減量と資源

化を促進する目的ですが、私たち市民の負担増になります。でも、私たちが意識を変え行動を変えることで、収集袋のサ

イズを半分にすることは可能です。有料化に向けて、『プラスチック・スマートjを実行しましよう。

71' -J きI 二 <

プラごみになる物は、出来るだけお家に持ち込まない

考えで自分の行動を見直しましよう。

[プラごみ減璽の具体例]

薩外出にはマイバ'ップやマイポトルを携帯する。

國スプーンやストロ一などの使い捨てプラは、も

らねなしん

■野菜などは、包装していない地元産のものを購

入する。

國各種ま替商品を積極的に使用する。

(ポトルより70～80%プラ削減になる》

園簡易包装の商品を選んで購入する。

國プラスチック代替商品を選んで購入する。

園環境マーワを参考に、環境にやさしい商品を選ぶ,

4B
/"/
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資源プラスチックは、軽いですがかさばります。でも、

ひと手間かければ袋のサイズを半分にできます。

[手I唱](推進委員の実践例)

◎食器洗いと並行してトレー等の汚れも落とす。

&トレー等が奄いたらノ Xサミで平らになるように切る。

◎お菓子などのプラ袋、包装用プラは畳んで縛ってホさくする。

◎収集袋に入れる時はなるべ<大きさを撤えて押し込む。

[ポずント]
.八サミは良く切れるノXサミを使う。(ストレス防止》

5
なぐる

細断すると写真

Iのように約半分

Iになります。
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近<のリサイワル推進協力店で買い物し、使用後の容器

等は回収ルールを守って協力店に返却しましよう。
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国分寺マルイ食遊館

マルェツ国分寺南口店

西友国分寺店

オーケー国お店

いなげや国分寺東恋ケ窒店

サミットストア恋ケ�

オーケー西国分寺店

しぬげやina21国分寺西恋ケ窒店

東武ストア西国分寺店

綿半ホームメイド国分寺店

コープみらいコープ国分寺店

コープみらいコープ国分寺内藤店

コープみらいコープ弁天通り店

"・I .:ヨ面タニ s ‘ ■■

南町3丁目 ペットポトル・紙パッワ類.食品トレー

南町3丁目 *ペットポトル’緻《ッワ類-食品トレー

本町2丁目 ペットポトル・紙バッワ類.食品トレー

本多2丁目 ペットポトル・紙バッワ類.食0ミトレー・新聞

東恋ケ窒2丁目*ペットポトル・紙バッワ類.食品トレー

東恋ケ窒5丁目*ペットポトル・紙バック類.食品トレー

西恋ケ窒1丁目*ペットポトル・紙バック類

西恋ケ窒3丁目*ペットポトル・紙バック類I

泉町3丁目 *ペットポトル・紙バッワ類

日吉町3丁目 *ペットポトル・ダンポール

s吉町3丁目 *ペットポトル’紙バッワ類

内藤1丁目 *ペットポトル’紙バッワ類

西町4丁目 *ペットポトル・紙バッワ類

は)*ペットポトルは

キャップも◎収

,雑誌

-アルミ缶

食品トレー

食品トレー・卵バック

食品トレー

新聞・雑誌

食品トレー・卵バッワ

食品トレー・卵バッワ

食品トレー

・アルミ缶

・アルミ缶

卵バック・アルミ缶

推進姿員会の活麗組介
国分寺市廃棄物減量等推進委員会は、市長から廃棄物域量等推進委員の委嘱を

受けた者で構成するポランテイア団体で、市と連携して廃棄物減量等の推進に関

する啓発活動を行っています。令年度の推進委員会の活動状況をぴ介します。

☆イペントでのごみ分別ワイズ

.並木公民館まつり(5月)

.北の原地域センターまつり(8月)

.並木公民館子どもまつり(9月)

・ふれあいまつりちとまち《10月)

.光公民館まつり(10月)

-国分寺まつり(11月)

☆ごみ減量・分別説明会
・国分寺難病の会(5月)

-光公民館環境講座(9月)

.三小4年生出前授業(10月)

-本多公民館環境講座(3月)

二み分別クイズ
☆もったいない食器市

・ふれあいまつりもとまち(10月’)

.リサイワル家具販売会&もったしぬい食器市(12月)
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